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七十四銀行整理関係資料

-､昨年三月財界激襲シ株式生糸綿糸等 ヲ王 T,シ急轄直Tノ大暴落ヲ釆タシ暗雲財界ノ全部 ヲ蔽7-常 1)

薯銀行-常地二於ケル生糸羽二重等ノ金融 ヲ営業ノ主要 トナシ思タル馬メ甚大ノ影響 ヲ蒙 り又多額ナル

資金ノ固定-著シク普銀行ノ金融能力ヲ梗塞セ リ加之此時二際シ菖銀行二封スル面白カラサル風説ノ流

布セラル､アリ取引先不安ノ念-日ヲ逐フテ増加シ連績シテ預金ノ引田アリ同業者ノ馬替尻回収亦日ヲ

逐フテ増加セ リ菖銀行-此間二庭シ内ニシテ-貸出金ノ回収二努メ外-シテ-極力資金ノ調達 ヲ因 り日

本銀行亦多大ナル援助 ヲ輿-ラレタルモ五月二人 リテ各方面ノ資金ノ取付著シク急調 トナ リ常銀行営時

ノ資力ヲ以テシテ-途二之二磨スルノ途 ヲ立ツル能-ス遺憾ナカラ同月二十四日臨時休業 ヲナスノ己ム

ナキ二重 レリ常期ノ諸勘定ノ消長/､以下各項二詑スル如シ吾人浅識劣才財界ノ推移二虞スル途 ヲ誤 l)秩

主各位平生ノ信頼二孤負セシ責任塞-重大ナルヲ痛感ス

一､普銀行臨時休業ノ己ムナキニ至ルヤ吾人-直二其諸勘定 ヲ整理シ訣損見込額 ヲ査定シ各位二報菖シ其

善後塵分二付審議 ヲ煩-スコトヲ潜時ノ第-ノ義務ナ l)l､思考セリサレト常時財界ノ大動括/､底止スル

所ヲ知ラス其取引先ノ信用程度及貸出金二封シ取入レタル揖保債格-遮二以テ査定スル能-サルモノア

リ且又常時本願知事ノ推拳二依 リテ整理相談役ノ起テルアリ依テ吾人/､其整理案ノ確定 ヲ待テ同案 1,共

二正確ナル決算二付各位ノ審議承認ヲ求ムルノ可ナルヲ思考シ其筋ノ認可ヲ経テ現時迄決算報告 ヲ延期

セリ講フ幸二各位之ヲ諒恕セラレンコトヲ

七十四銀行及横潰貯蓄銀行整理虞分案 (第一次整理案)

一､横漬市ノ有志者-資本金宝百甫囲ノ新銀行 ヲ設立シ其営業ノー部 トシテ右二行ノ整理事務一切 ヲ引受

クル事

二､新銀行-前項ノ整理完了迄無配普 トシ株主二配普シ得べキ利益ノ全部-之ヲ留保シ置キ必要二鷹ジ無

償ニテ右二行ノ整理勘定二繰入ル ､事

三､七十四銀行ノ鉄損額ヲ査定シ同行ノ現在資産一切 卜茂木氏ガ其債務ノ朗済二充ツル馬メ相談役二提供

シァル財産中､相談役ガ七十四銀行二割普ツル部分 トヲ以テ之ガ填補二充テ其不足 ヲ純鉄損 トス

四､七十四銀行ノ債務二封シテ/､左ノ方法二依 り償却ス/レ事

‖ 一口式千五百囲迄ノ小 口預金其他ノ無揖保債橿/､此際全部之ヲ支梯フコト

但利息-之ヲ地棄スルノ承諾 ヲ求ムルコト

(I) 一口武千五百園ヲ越ユル金額ノ預金其他ノ無塘保債曜二封シテ-此際式千五百固宛 ヲ支柿フコト但

利息/､之ヲ軸索スルノ承諾 ヲ求ムルコト

(I) 前競二依 l)雛済 ヲ馬シタル嘩飴ノ預金其他ノ無揖保債擢二什テ-無利息十簡年間ノ償却方法ノ承諾

ヲ求メ之二封シテ-銀行ノ有スル財産 ヲ虚分シ其債権 ヲ取立テ之ヲ利殖シ漸次該方法二従 ヒ支沸ヲ

馬スコト

囲 海外ノ銀行二封スル債務-前数鍍ノ外別二償却ノ方法ヲ講ズルコト

LL) 捨保付横棒者二封シテ-二箇年間塘保健執行ノ猶複 卜利息舶棄ノ承諾 ヲ求ムルコト
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右ノ猶複 ヲ承諾シタル債樺者二封シテ/､新銀行/､前項ノ期間内二於テ適懲 卜認ムル時期二糖傑物ノ塵分ヲ

求 メテ雛済 ヲ馬シ若シ不足 ヲ生ズル時-其不足額-第三戟二準シ取扱ヲ馬スノ承諾 ヲ求ムルコTl

据保健ノ執行拾複 ヲ承諾セザル債横着二封シテノ､揖保物 ヲ痘分シテ不足 ヲ生ジタル元利残額-之ヲ軸乗ス

ルノ承諾 ヲ求ムルコト

Tl.､横漬貯蓄銀行ノ狭損額 ヲ査定シ同行ノ現在資産一切 卜未沸込株金ヲ抑込マシメタルモノトヲ以テ之ガ

填補二充テ其不足 ヲ純鉄損 トス

但大谷嘉兵衛氏-本行二縁故アルノ故ヲ以テ任意二金二十苗圃ヲ十簡年賦ニテ提供スル旨ヲ申出デラ

レタル-依 り之ヲ本行ノ資産中二計上スルモノ トス

六､横波貯蓄銀行ノ債務二封シテ/､左ノ方法二依 り償却スル事

‖ 一口武千五百囲迄ノ小 口預金其他ノ債樺ノ､此際全部之ヲ文沸フコト但貯蓄預金ノ外利息-之ヲ地乗

スルノ承諾 ヲ求ムルコト

ロ 一口武千五百固ヲ越-ル金額ノ預金其他ノ債健二封シテ-此際式千五百囲宛ヲ文蹄フコト但貯蓄預

金ノ外利息-之ヲ軸索スルノ承諾ヲ求ムルコト

(i) 前悲二依 り鯛帝ヲ馬シタル蔑飴ノ貯蓄預金元利二封シテ/､貯蓄銀行傑例第四修二依ル供託金 卜取締

役 ヨリ提供スル財産 (概算参拾寓園ノ見積 り) トヲ以テ支梯ヲ馬スコト

(pg) 前二貌二依 り完済 ヲ受ケザル預金其他ノ債健二付テ-無利息十箇年間ノ償却方法ノ承諾ヲ求メ之二

封シテ-銀行ノ有スル財産 ヲ虞分シ其債権 ヲ取立テ之 ヲ利殖シ漸次該方法二従 ヒ償却 ヲ馬スコ下

士､本案賛行ノ見込立チタル トキノ､二行-左ノ傑件二基キ新銀行 ヨリ第四項第-､二､ 四 貌及第六項第

､二､三鋸ノ文沸資金ノ融通 ヲ受クル事

日 新銀行-政府 ヨリ萱千六百南国ヲ低利ニテ十箇年間貸下ゲヲ受クルコト

(j 新銀行/､前溌二依ル政府ノ貸下金ノ卵酒二充ツル馬メ二行ノ資産全部ヨリ何時融通金元利ノ優先鯛

済 ヲ受クルそこ行ノ無糖保債権者及預金孝二於テ異議ナキ旨ノ承諾ヲ求ムルコト

F) 新銀行ノ政府二封スル債務二付テノ､左ノ銀行二於テ連帯保讃 ノ責任 ヲ負-ルべキ承諾ヲ求ムルコト

第二銀行 平沼銀行 左右田銀行 横潰貿易銀行 横潰商業銀行 横漬賓某銀行 耐奈川銀行

渡遠銀行

岩尾銀行ノ､日下合名禽融ナルモ近ク有限責任組織二襲更セラレ其上ニテ前記各行 卜同一ノ保護責任

ヲ負-ルべキコトヲ岩尾幾造氏二於テ明言セラレタリ

八､七十四銀行及ビ横漬貯蓄銀行ガ本案-依 l)債穫者二鳥ス支蹄財産ノ塵分其他一切ノ整理事務-緒テ新

銀行二於テ二行二代 り其取扱 ヲ馬ス事

九､新銀行-二行ノ整理事務 ヲ執行スル烏メ賛際二要スル経費ノ支雛 ヲ受ケ且二行所有 ノ家屋及什器一切

ヲ無償ニテ使用スルノ外二行 ヨリ何等 ノ報酬 ヲ受ケザル事

十､二行ノ整理完了後新銀行ガ其営業 ヲ堰績ス/L,場合二-右二行 卜合併スルノ精軸ヲ以テ適菖二資本 ヲ槍

加シ其増加新株-二行ノー ロ武千五百囲ヲ越ユル金額ノ預金者 (貯蓄預金者 ヲ除ク)其他ノ無揖保債

催者並二二行ノ現在株主二封シ其債権額若ク-株金排込額ノ按分比例ニテ新銀行ノ株主 卜均等 ノ割合

ヲ以テ優先引受ノ催利 ヲ異フル事

二行ノ株主二新銀行 ノ新株引受ノ憧利ヲ輿フル場合二-二行ノ現在重役 (取締役及 ビ監査役)ノ拷株

二割皆ツル部分-右重役二於テ重役以外 ノ各株主ノ株金沸込額 ノ按分比例-テ其引受櫨利ヲ右各株主

二移付スべキ事
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説 明 (霧箱 徴求にかかわる)

此度七十四銀行 (横潰貯蓄銀行を含む以下同じ)の破綻に就ては皆様の御迷惑は薗々御察し申します｡私

共は普初井上知事より同行の整理相談役を頼まれまして賓は微力でありますが､成敗利鈍を顧みるの遥な

く兎に角御講をして爾来日夜奔走致して屠る次第であります｡同行の状態は私共の考へた以上に重大にし

て若し同行の滞黛が蓮に回収出来犯ものとすれば株金も歳立金も皆償却して仕舞っても尚武千四百商圏位

不足が立つと思ほれます｡而して今の虞其の滞貸は到底回収出来そうもありませんから今憤 りに之を紋損

と見倣す時は同行の資産中より切落さねはならぬのでありますが､之を切落しても其の残額は直に沸戻さ

る 欝ゝではありません.乃ち是は同行の貸金を取立て培保流を虞分し､土地家屋を頁却して漸く梯戻さる

のゝでありますから従来の例を見ても少くも六､七年は掛るのであります｡其の上に清算費用だの破産管

財人の手数料だのと莫大の費用を要しますから結局預金者叉は債壮者の懐に入るものは元金百国に封して

参拾五図位が関の山にて夫れも六､七年はかゝるのであります｡

同行には五嵩五千人の預金者と四百名の債権者がありまして､預金者中には小口の預入をなしたるものが

大多数でありますから寓-破産にでもなったら是等の人々の惨状は目も営てられぬこと 存ゝじます｡夫故

私共は是非とも同行を救済せねはならぬと決心したのであります｡併し同行の事態は飴 りに重大にして普

通の救済杯は到底及びも付かぬのでありますから先づ大磯の案を定めて政府の力を籍るの外ないと考へ色

色御願いしました所､政府に於ても小口預金者等の境遇に同情せられ､快 く援助を承諾して呉れましたの

で､地に愈々整理案を毎表する蓮となったのであります｡

本整理案の旨意は (罪-)七十四銀行に関係したものは不運とあきらめ相皆の損失を豪むらねはならぬこ

と (第二)同じ損をするにしても資力の豊かなものは其の分に慮じたる損失に堪へ得らる がゝ､小口預金

者に封しては同じ事を強ゆることは困難であるから是等の人々には政府の援助の許に特別の取計をすると

云う二慧占が主たる者であります｡此の趣意に基き一口式千五百園以下の預金及び債権は全部元金のみを一

時に支捕い利息だけを損して貰い夫れ以上の大口預金､大口債権は金高に拘はらず一口武千五百圃宛の元

金を文排い､其の残 りを十年間延期して貰い利息は一切之が免除を求むるのであります｡但し毎年百分の

二位宛は雛済し得る勘定であります｡是は年々同行の資産を運用して得たる剰飴金の一部を以て預金及び

債値の研所に皆て他の一部は之を積立てゝ置き､利倍増殖して十年の終 りには丁度鉄損を墳むることが出

来る計算でありますから､夫れと同時に資産を回収して皆様の債権を悉皆仕掃い得る計蓋であります｡私

共はあらゆる調査を馬し考慮を費したる結果､預金者に取 りて尤も有利なる解決は本整理案の賛行より外

にないと確信したのであります｡政府も､日本銀行も､七十四銀行の内容を詳しく調査したる結果､本整

理案尤も通常なるものと賛同して千六百寓園の貸下げを承諾されたのであります｡東京､横演の銀行国も

同意見でありますから私共は先づ本案を最善と認めて切に皆様の御賛成を願う次第であります｡軍に計算

から見ましても破産の場合には百因の元金に封し六､七年掛って漸く参拾五図位を回収するに過ぎず夫も

柳か覚束なく恩はる にゝ本案によれば十年目には石園全部の桝酒を得るのでありますから､其の損得は同

日の談ではありません｡況んや計算以外に本案によれば皆様の義侠と同情とにより五国有飴の小口預金者

を救済し得る美挙を馬し遂げる事が出来るのであります｡更に一つの重要なる候件は政府から借 りた金は

十年の終 りに返さねばならぬことは勿論でありますが､政府は之を貸すに付いては七十四銀行の資産に封

する優先塘保を候件とするのであります｡而して問其の上に横演の組合銀行が政府に対し連帯保詔の責任

を負はねはならぬことであります｡横演の各銀行は七十四銀行の整理の馬に斯る重大の責任を負 うことを

快諾せられたのは私共は勿論皆様も感謝に堪-ぬこと 存ゝじます｡従って七十四銀行の資産に射し政府の

優先揖保を認むることは皆様の御賛成を乞はねはなりませんO 之が出来ざれは整理案の苦行はTJl来ず又之
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を賛成した連皆様の章魚を害する恐れは殆んどないのであります｡

其の他の候件に什てほ整理案に付き御覧を願います｡本整理案は関係者の全部が一人埋らず承諾せざれは

致力がないのでありますから皆様が承諾下されても其の承諾は全部が承諾した時始めて数力を生ずるので

あ ります｡従って他に先だちて連かに承諾さるゝも決して承諾した方計りに迷惑や義務を負はする様な事

は常々ありませんから可成速かに御承諾を厭いたいのであります｡一日早 く承諾され ばゝ 一日早 く支蹄が

開始されるのでありますから早 く承諾することが皆様の利益であります｡

私共本案を賛行するには何虞迄も正義の観念により如何なる場合でも断じて何人に封しても特別の取扱は

致しませんO之が馬に最後の一人でも承諾を得ることが出来なかったら不得lヒ私共の力の及ばぬこと あゝ

きらめて整理相談役を辞退致します｡

私共は皆様の利益を思 うて微力を蓋しても皆様が之を承認しなければ退くより外に途がない の で あ りま

す｡此の度の件に付いては七十四銀行に何も直援利害の関係なき横演の有力者は皆様に同情し僅かながら

新たに百南国の銀行を起して整理の一切を引受け加 うるに其の銀行の利益は整理の完了する迄全部無償で

之を提供するのであ ります｡丸で関係のない他人でさへ同行整理の馬に斯く迄損失と労力とを客まぬので

あ りますから皆様も小口預金者の馬に同情して是非共透かに御承諾を願いたいのであります｡

整理案に付いて御剃 りにならぬ粘又は御不審の鮎あらは御尋ねにより何時でも喜んで御説明を致しますか

ら御遠慮なく御問合せを願います｡御承諾下さる 場ゝ合には承諾書に御署名の上捺印して下名等迄御迭附

を願います｡

大正九年八月廿四日

株式昏融 七十 四 銀 行

株式禽配 横漬貯蓄銀行

整理相談役

原 富 太

渡 退 頑 ≡

若 尾 幾

井 坂

郎

都

造

孝

各 位

承 諾 書 (筈遠望警慧薫昌対する)

-金 岡

前記拙者ノ株式昏融七十四銀行二封スル債樺二付左ノ各項ヲ承諾ス

一､別記同行及株式昏敢榛東貯蓄銀行ノ整理魔分案ノ各項二異議ナキコト

二､拙者ノ債権こ屠スル未収利息及ビ将来受取ル可キ利息ノ､之ヲ地棄スルコ ト

三､拙者ノ債権二付テ-此際金武千五百囲ヲ支梯ヒ其環碩-整理虞分乗こ依 リ 一口金武千五百圃迄ノ債樺

二封スル文沸ヲ開始シタル日ヨリ起算シ次項二掲グル方法二依 り十年間二研磨ヲ馬スコト

四､拙者/債権二割スル桝済方法-銀行ノ財産ヲ庭分シ其債権ヲ取立テ之ヲ利殖シ此内ヨリ毎年政府ノ貸

T金ノ利息及整理中二生ズル必要ノ経費ヲ撞除シ其ノ蔑額中ヨl)債権額ノ百分ノ二ヲ下ラザル雛済ヲ

馬シ其蔑飴-十年間之ヲ重利利殖シ十箇年 ノ絡 1)ニ於テ其全部ヲ雛済スルコト但シ毎年ノ雛済-新銀

行二於テ藻メ定メタル一定ノ時期二於テ之ヲ馬スコト

五､新銀行二於デ可能ナ l)ト認ムル トキ-前二項ノ期限内-於チモ債権撃破全部ヲ雛済シテ整理ヲ完了ス
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ルヲ得ルコト

六､本承諾書ノ各項二抵鮪セザル範囲内二於テ債権謹書ノ形式ヲ改ムルコト

七､本承諾書/､一口式千五百園迄ノ債健二封スル文排ヲ開始シタル トキヨリ其数万ヲ生ズルコト

以 上

大正九年 月 日

任 所

姓 名

株式督融 七十四銀行御中

契 約 書 (整理受託にかかわる契約書)

株式禽配横漬興信銀行取締役頭取原富太郎ヲ以下甲 卜稀シ株式昏拙七十四銀行取締役頭取茂木惣兵衛ヲ以

下乙 卜構シ株式禽和枝演貯琴銀行取締役頭取茂木惣兵衛ヲ以下丙 卜桐シ皆事著聞二左ノ通 り契約ス

第一候 乙及丙 (以下二行 卜並稲ス)-各自甲二封シ別紙二行整理魔分案二基キ其各候項二従ヒ二行ノ整

理 ヲ馬ス-キー切ノ事務ヲ委託シ甲-其事務ヲ虞理ス-キコトヲ承諾致候事

第二候 乙及丙ノ､甲二封シ二行各自ノ預金者及其他ノ債権者ノ全部力整理庭分乗二基キ馬ス-キ桝済方法

二封シ承諾ヲナシタルコ1､ヲ誓約致候事

第三候 乙及丙-甲二封シ甲力二行整理資金 トシテ日本銀行 ヨリ貸下 ヲ受ケ二行二割振 l)融通シタル合計

金宝千六百属国也ノ元利債務二封シ二行ノ資産全部ヨリ他ノ預金者及其他ノ債権者二優先シテ何

時ニテモ該融通金ノ難癖ヲ馬ス-キコ1､ヲ諾約致候事

第四傑 乙及丙-EPニ封シ二行ノ整理事務ヲ塵理スルニ付必要ナルー切ノ費用ヲ負培可致候事但各自ノ文

雄7-キ金額-甲ノ重役禽ノ決議二依接ス-キモノトス

二行所有ノ土地家屋及什器一切-整理完了二至ルマテ甲二於テ無償ニテ之ヲ使用可致候事

前二項ノ外甲-第一候ノ整理事務ヲ虞理スルニ付二行ヨリ何等ノ報酬ヲ受ケサルコトヲ承諾致候

事

第五候 甲-二行ノ整理完了迄無配皆 トシ株主二配常ス-キ利金ノ全部-之ヲ留保シ置キ二行ノ整理完了

ノ際其資産不足額塀補其他二行ノ整理上必要ナル金額ヲ無償-テ二行ノ整理勘定二繰入ル､コト

ヲ約諾致候事

以上ノ契約ヲ讃スルタメ本書参通ヲ作成シ其普事者二於テ署名捺印シ各宝通宛ヲ所持スルモノナ l)

大正九年十二月十七日

横潰市南仲通武丁目武拾番地

甲 株式昏社横漬興信銀行

右銀行取締役頭取 原 富 太 郎 団

同所同番地

乙 株式脅社七十四銀行

右銀行取締役頭取 茂 木 惣 兵 衛 固

同所式拾武番地

丙 株式昏JTfi横演貯蓄銀行

右銀行取締役頭取 茂 木 惣 兵 衛 囲
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契 約 書 (菅雲蓋言鯨 等富豪晶菩)

株式昏社七十四銀行起こ株式昏敢横漬貯蓄銀行救済ノ馬メ株式禽配横演興信銀行二封シ繭行整理資金貸下

方原富太郎等 ヨt)政府二歎願致仮底政府二於テ特別ノ御詮議ヲ以テ貴行二内達有之候趣ニテ今般貴行ヨリ

政府貸下金千六有高囲也ヲ株式禽融横漬興信銀行二封シ御融通可被成下二付株式禽配横浜興信銀行及本契

約ニヨル債務桝済ノ連帯保讃者タル株式禽融第二銀行､株式昏杜平沼銀行､合資含融左右田銀行､株式昏

融横演貿易銀行､株式禽穂積潰商業銀行､株式禽融和奈川銀行､株式脅和漢連銀行 (以下畢二連帯保讃七

銀行 卜構ス)-貴行二封シ左ノ候項ヲ契約スルモノトス

罪 - 候 株式舎利:横潰興信銀行/､E]本銀行 ヨリ手形割引ノ方法-ヨI)金宝千六百南国ノ融通ヲ受クルモ

ノ1､ス

第 二 候 本融通金-株式曾融横漬興信銀行ヨl)之ヲ株式昏融七十四銀行及株式禽穂横漬貯蓄銀行二融通

シ南行ノ預金其他ノ無揖保債務二付キーロニ封シ金武千五百圃ヲ限度 トスル文柿資金二充常セ

シムル外他ノ日的二使用セサ/レモノトス

第 三 候 本融通金ノ割引歩合-年二分 トス

第 四 候 本融通金-融通ヲ安ケタル日ヨリ向フ拾ケ年以内二相違ナク日本銀行二完済スルモノTlス

本契約ニコル手形/､九十 日以内ノ期限 トシ期日二於テ切替ヲ行フモノトス

第 五 懐 本融通金ノ存唐期間中日本銀行-株式禽杜横浜興信銀行､株式昏融七十四銀行及株式禽融横潰

貯蓄銀行ヲ監督シ何時-テモ其ノ業務及財産遊二両行整理ノ状況ヲ検査シ且必要ナル一切ノ計

表及報告書ヲ徴求シ得ルモノT.ス

第 六 候 連帯保讃七銀行-日本銀行ヨリ請求ア1)タル時-直チニ其ノ業務蓑二財産ノ状況二関スル各般

ノ計表及報告書ヲ差出ス-キモノトス

第 七 候 株式昏耐二七十四銀行､株式合計横演貯蓄銀行､株式曾融横漬興信銀行及連帯保護七 銀 行 力合

併,解散､櫓資､減資､其他財産上重大ナル饗更ヲ生ス-キ行烏ヲ馬サン トスル トキ/､其都度

日本銀行ノ承認ヲ経-キモノ トス

第 八 候 第四候第-項所定ノ期限内 卜碓モ株式脅杜七十四銀行及株式昏証横潰貯蓄銀行ノ整理進行ノ状

況ニヨリ日本銀行二於テ本融通元利金ノ一部若ク/､全部ノ返済ヲ請求スル Tlキ/､株式合融横漬

興信銀行-其請求元利金額ヲ日本銀行二返済ス-キモノトス

第 九 懐 左ノ場合二於テ日本銀行ヨリ請求スル トキ-第四候第-項所定ノ期限内二拘ラス株式曹融横波

興信銀行-本融通元利金ノ全部ヲ一時二返済ス-キモノトス

一､株式昏]融横演興信銀行､連帯保讃七銀行及株式含融七十四銀行､株式禽融横演貯蓄銀行力

本契約二違背シタル トキ

二､株式含耐横波興信銀行､株式脅融七十四銀行､株式昏社横演貯蓄銀行力解散､破産､文沸

停止ヲナシタル トキ

三､株式禽穂横浜興信銀行二於テ株式曹融七十四銀行､株式含敢積憤貯蓄銀行､ノ整寒不能 卜

認メタル トキ

四､日本銀行二於テ以上各競ノーニ類似スル理由アリト認メタル トキ

第 十 候 本融通元利金ノ桝清二充ツル馬メ株式倉融横浜興信銀行ノ､本融通金ヲ株式脅面上ヒ十四銀行及株

式禽蔽横潰貯蓄銀行二融通シタル-困 り両行二封シ有スルニ至ル債権二付両行ノ資産全部ヨl)

何時-テモ両行二封スル預金其他ノ無揖保債健二先チ優先二雛済ヲ受クルノ催利ヲ有スルモノ

トス
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株式禽配横潰興信銀行､株式舎融七十四銀行及株式昏杜横潰貯蓄銀行/､株式脅融七十四銀行及

株式禽社債潰貯蓄銀行ノ預金者其他ノ無揖保債権者ノ全部力前項ノ優先排済ヲ承諾シタルコTl

遠二株式曾融七十四銀行及株式禽融横演貯蓄銀行力将来二於テ日本銀行ノ承諾ヲ経スシテ新ナ

ル債務ヲ負/､サル-キコトヲ確保ス

第十一候 本融通元利金二封スル債務ノ雛済ヲ揖保スル馬メ株式禽融横潰興信銀行-本融通金ヲ株式禽融

七十四銀行及株式禽配横漬貯蓄銀行二融通シタルニ困 り雨行二封シ有スルニ至ル債棒二付キ日

本銀行ノ馬メ質構ヲ設定スルモノトス

第十二候 本契約ニヨル株式禽配横潰興信銀行ノ債務二付テ-連帯保讃七銀行二於テ連帯保護ノ責任 ヲ負

フモノ トス

右契約候項確賢二履行ス-キコトヲ讃スル馬メ本契約讃差入候也

大正九年拾式月式拾五日

株式昏融横演興信銀行

頭 取 原 富 太 郎 囲

株式禽祉第二銀行

頭 取 原 富 太 郎 囲

株式禽祉平沼銀行

取締役頭取 平 沼 久 三 郎 固

合資昏杜左右田銀行

業務培普社員 左 右 田 棟 一 団

株式禽融横潰貿易銀行

取締役頭取 金 子 政 吉 団

株式昏融横演商業銀行

専務取締役 戸 塚 貴 大 都 岡

株式含融神奈川銀行

取締役頭取 加 藤 八郎右衛門 囲

株式禽融渡退銀行

取締役頭取 波 速 福 三 郎 囲

日本銀行総裁 井 上 準 之 助 殿

本契約中株式昏敢七十四銀行､株式禽融横演貯蓄銀行二関係アル候項二就キテ-絶テ異議無之契約上ノ業

務 トシテ決シテ違背仕間数候也

株式禽融七十四銀行

頭 取 茂 木 惣 兵 衛 圏

株式合融横潰貯蓄銀行

頭 取 茂 木 惣 兵 衛 Eg]

七十四銀行､横潰貯蓄銀行第二次整理案

一､政府貸下金千六百南国二封シテ-此際五百属国ヲ返済シ､残額千百商圏-利率四分武厘 トシ十ヶ年間

借遺構藻 ヲ乞フコト
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但右償還期限二於テ七十四銀行及横波貯蓄銀行ノ資産二付他ノ債曜者二光チ優先雛済ヲ馬スコト

二､一般債務-此際蓋千常囲ノ限度二於テ支掃ヲナシ蔑額-無利子 トシ､十ケ年後二文沸フコト｡但政府

ヨl)ノ借入金-右一般債務二光ダチ優先償還ヲナスコトニ同意セシ予ルコト

三､日本銀行借入金ノ､無利息 トシ昭和六年末ヲ第-回 トシ､待年金五商圏宛十ヶ年問年賦難所ヲ席シ､十

ケ年後ノ嘩存額二付テ-政府貸下金並二一般債務那済ノ後七十四銀行及横潰貯蓄銀行残存資産 (整理

満期ノ際横損典侍銀行ヨリ無償提供シタル利益蓄積金ヲ含ム)並二其後二於ケル横漬興信銀行ノ毎期

利益金中ヨリ返済スルコト､シ､十ヶ年ノ終 リニ於テ返済計嘉ヲ立ツルコト､シテ本整理案ヨリ除外

スルコト

四､政府貸下金二封スル支排利子歩合年四分二度ノ内三分-日本銀行二於テ負塘ヲ乞フコト

五､横潰興信銀行/､此際留保利益金武官参寓囲ヲ両行ノ整理資金補填ノ馬メ提供シ､七十四銀行ノ勘定二

移スコト

六､横漬興信銀行-本整理ノ完了スル迄利益金ヲ蓄積シ､整理満期ノ際其全部ヲ整理資金 トシテ前記商銀

行二無償提供スルコト

七､整理期間-十ヶ年 トスルコト

八､其他繰テ大正九年八月両行整理虞分案二準嬢スルコト 以 上

株式害融七十四銀行並二横演貯蓄銀行整理二付講隈

株式禽融七十四銀行並二横演貯蓄銀行ノ整理二付テ-種々多大ノ御配慮ヲ蒙 1)感謝罷在侯右ノ件二付テ-

先般来再三願出侯通 リノ事情二有之侯塵今回政府並二貴行ノ御内意二基キ甚ダ勝手ケ問敷儀二俣-共別記

整理案作成仕侯該整理案二ヨリ

(-) 政府御貸下金千六百簡国中五百寓園ヲ返済仕 l)残額千百商圏ノ､利率年四分二厘 トシ十ヶ年問据置御延

期ヲ相麻 ヒ

(r_) 一般債務千五百四十七寓囲中豊千国囲ヲ限度 トシ支沸 ヒ蔑IiEi五百四十七寓囲ノ､小数大口預金老中ヨリ

ー部分無利息十ヶ年ノ延期ヲ求メ十ケ年後二之ヲ支柿フコト､致シ

斯クテ右二ロ支沸後ノ両石残存資産千三百六十五商圏並二其毎年ノ利益金中ヨリ政府御貸下金利息並二貴

行 ヨリノ借用金二封スル年賦金ヲ支出シ､其飴利金ヲ十ヶ年問運用累積シ十ヶ年ノ終 り二於テ政府御貸下

金環徹萱千百商圏並-一般債務残額五百四十七寓囲ヲ返済致度次第二有之峡間何卒政府二於テ該整理案御

承認成下様偏二貴行ノ御援助ヲ相仰申侯

周別記整理案二記載致侯通 り貴行ヨリノ借用金五百十二嵩三千闘無利息十ヶ年問御延期相隣昭和六年末ヲ

第-回 トシ毎年金五商圏宛十ケ年間年賦返済仕十ケ年後ノ残存額二就テ-政府御貸下金並二一般債務研磨

ノ後七十四銀行並-横浜貯蓄銀行残存資産及其後ノ横潰興信録行利益中ヨリ返済スルコト､シ十ケ年後二

於テ更メテ返済計墓相立御願中上グルコトニ御依頼致鹿又政府御貸下金二封スル文梯利息四分武厘ノ内参

分/､従来通 り貴行二於テ御負塘相輝度候

石弓 可レモ甚ダ勝手ナル御願-候-共事情御諒察ノ上向卒御聴許被成下度供テ奉願上候 敬具

昭和五年十二月二十 日

株式曹配横潰興信銀行

頭 取 原 富 太 郎 匝

日本銀行総裁 土 方 久 徴 殿
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七十四銀行並二様潰貯蓄銀行第三次整理案

(1 一般預金者-過去二十ヶ年無利息ナ l)シニ付今回-其未沸残額金五百五拾参嵩四千七百七拾拳固四拾

九歳也ノ全額支梯ヲ烏スコト

此支挿資金/､七十四商事ノ賛際資産約六百七拾商圏ノ内削時資金化シ得ルモノヲ以テ之レニ充ツルコ

ト

(I) 嘩府御貸下金環額蓋千重言苗圃也二什テ-其 旬 -七十四商事ノ資産中一般預金ヲ全額沸致シタル蔑

飴資産別チ特殊株式及所有不動産等削時換金シ得ザル資産ヲ以テ御返済資金二充皆スルコト

此特殊株式及不動産等ノ換金方法′､向77T.ケ年間ノ御宿諜 ヲ乞ヒ其間二於テ逐次換金且ツ利殖シ昭和

二十年十二月二十四日給武百南国ヲ内入返済致スコト

右約武百甫凶を控除シタル約九百寓囲也二什テ/､左記ノ通 l)日本銀行ノ御援助金及横潰興信銀行ノ提

供金ヲ以テ年賦支揮ノ方法二依 l)返済致スコT.

(i) 昭和十五年十二月二十7T_日以降ノ利息-年二分二御引下ゲヲ願フコト

但シ返済年限ヲ短縮スル意味二於テ成ル可ク無利息こ御麻 ヒ致度サスレバ約二十四年間ニテ完済

出来申候

(ロ) 日本銀行ヨリ-従来通 リ ーケ年金参拾参高園也ノ御援助金ヲ仰グコト

(,i) 横済興信銀行-自行ノ利益金中ヨ1)昭和十六年以降雛済完了二至ル迄毎牛期末金武罵倒宛萱ヶ年

合計金四商圏宛ヲ支出提供スルコ1､

(I) 前記日本銀行ノ御援助金年三十三葛岡ヨリ年二分ノ割合二依ル利息ヲ差引キタル嘩額金及横潰興

信銀行ヨリノ提供金年四苗圃也-之レヲ元金ノ年賦雛済金二充常シ昭和十六年度ヨl)貰行スルコ

ト

右ノ方法二依レバ後記計算書ノ通 り昭和十五年十二月二十五日ヨリ向フ約三十四ヶ年牛こテ元利

金全部完済スルコトヲ得

(i) 日本銀行借入金嘩額約四古式拾九南国二付テ-本年末金五試問也ヲ内入研磨シ残額-昭和五年末第二

次整理案ノ御趣旨二基キ御免除願 ヒ度キコト

右御隈ノ理由

(1) 大正九年整理案作成常時-約五寓五千人ノ預金者 卜約四百人ノ債櫨者 トア1)其内小口預金者ガ大多

数-シテ政府御貸下金-之ヲ按分比例二依ラズ預金債権者各一口毎二最高金武千五百園迄ヲ支梯ヒ利息

-全部免除ヲ顧 ヒ其飴ノ預金債権者ノ､十ケ年後--必ズ全短文排フべキ確約ノ下二十ヶ年無利息延期ノ

犠牲ヲ願 ヒタル虞其十ヶ年ノ終 り削チ昭和五年末二於チモ政府-金五百寓園也御返済ノ馬一般預金者二

封シ全額沸不能 トナリ之レガ支梯方法二付種々研究シタル結果千五百飴ロノ預金者こ封シー一々 -郡安沸

延期ノ承諾ヲ求ムルコト-甚ダ困難ノ事二テモアl)且ツ夫レガ馬メ横漬興信銀行ノ信用ヲ失墜シ重大ナ

ル結果ヲ惹起スベキヲ懸念シ六嵩囲未満ノ約萱千四百ロヲ全梯シ夫レ以上ノ分削チ現在嘩存ノ預金者二

親シテ-其金高二依 l)六寓囲又-預金高ノ五割或-三割ヲ文沸ヒテ其蔑旗ヲ今日迄更二十ヶ年無利息据

置延期ヲ乞ヒ前後 ヲ通ジ二十ヶ年無利息ノ犠牲 ヲ排-シメタルコト

右昭和7T_年末萱千国凶ノ文沸方法二於テ按分比例二依ラザ リシコトニ付テ現在蔑存ノ預金者ヨリ強硬ナ

ル異議ノ申出デアリ中--訴訟ヲ提出シ乗タリタルモノサ-アリ百万胸膜シテ昭和十五年末ニ-全額抑

ヲ誓約シテ右訴訟ノ取下ゲ及其他ノ預金者ノ延期承諾書ヲ乞ヒタルコト
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(2) 飛ツテ政府御貸下金二封シテノ､日本銀行ノ御援助金及七十四支出金ヲ合シテ最初ノ十年間二利息 ト

シテ金八百苗圃ヲ約附シ昭和五年末二於テ元金ノ内入金 トシテ五百寓囲ヲ返済シ､其後ノ十年間二利息

トシテ金四百六拾武嵩囲 (本年末迄ノ分 ヲ含ム)ヲ納附シ既二合計二於テ金宝千七百六拾武商圏 (元金

-壷千六百寓囲)ヲ約附致シ居ルコト

(3) 師チ等シク救済セラルベキ預金者ノ内今日残存セル預金者/､二十ヶ年無利息延期ヲ強要セラレ他ノ

大多数ノ預金者-十年前既二全額支挿ヲ受ケ居レリ (但シ利息-全額地棄セリ)然ル-特別ノ御恩召ヲ

以テ御救済相成 リタル政府′､前記ノ如ク既二元金全額以上-御回収相成 リ居 り伺今後モ長期ナレ共利息

ヲ附シテ元利全額御返済致スコト

(4) 右政府御貸下金妻千六百雷囲-大正九年七十四銀行休業常時ノ整理案二基キ武千五百圃以下ノ小口

預金 (武千五百囲以上ノ預金二封シテ-一口ニ付武千五百囲≠限 り支沸フ)ノ支沸資金 トシテ借用シタ

ルモノ-テ全部小口蹄ノ資金二充曹シ七十四銀行モ横演興信銀宥モ全然運用資金 トシテ利用シ居ラザル

コト

(5) 然ル-整理受託銀行タル横潰興信銀行ノ株主-七十四整理援助ノ鵠是又過去二十ヶ年無配肯 トシ毎

年ノ利益-之レヲ蓄積シテ昭和五年末二於テ既二武百参苗圃ヲ提供シ更二本年末二於ケル提供預定額-

約参拾四商圏ニシテ合計金武石参拾七商圏ヲ提供致スコト

(¢) 政府ノ御貸下金-元々皆時ノ経済界安定ノ馬メ凱チ破綻休業シタル七十四銀行並二横潰貯蓄銀行両

行ノ預金者(約五寓五千人)救済ノ馬メ-特別ノ御恩召ヲ以テ御貸下相成 リタルモノナルニ什其御貸下ノ

御趣旨二基キ今回/､前記二十ヶ年無利子ノ犠牲ヲ沸ヒ盾ル一般預金者二全触沸ノ御承認ヲ仰キ度キコト

(7) 一般預金者二封スル横演興信銀行ノ義務

本年末 歯 -預金者二封シ全額梯ヲ致サヾル場合-整理案第二項 ｢新銀行-前項ノ整理完了迄無配普 トシ

株主二配常シ得べキ利益ノ全部-之ヲ留保シ置キ必要二魔ジ無償ニテ右二行ノ整理勘定二繰入ル､事｣

及三行間 ｢興信､七十四､貯蓄間｣ノ契約第五候 ｢甲-二行ノ整理完了迄無配曽 トシ株式二配菖スベキ

利益ノ全部-之ヲ留保シ置キ二行ノ整理完了ノ際其資産不足額填補其他二行ノ整理上必要ナル金額ヲ無

償ニテ二行ノ整理勘定二繰入ル､コトヲ約諾致侯事｣-依 l)横演興信録行-七十四ノ一般預金債檀者二

封シ何時迄モ義務ヲ負 ヒ従ツテ何時迄モ配皆ガ出来ズ興信将来ノ叢展上最モ大ナル支障 トナルコTl

前記ノ通 り政府/､最初ノ御貸下金萱千六百筒図二封シ既二元利合計董千七百六拾式寓囲御回収相成候二

封シ一般預金者-本年末慣令全額梯ヲ受クル共漸ク元金ノミヲ回収スルニl上マル次第ニシテ殊二政府御

貸下金二封シテ-日本銀行御援助ノ下二始メノ十年間-年五分ノ割合二依ル利息ヲ御文蹄 ヒ致シ居 り昭

和五年末以降-漸ク年四分二厘二御引下ゲ相頗 ヒ今日二至 り候得共之レトテモ 一般ノ金利標準ヨリ見且

ツ破綻銀行ノ救済資金 トシテ-相肯高率ノ様二被存而己ナラズ右元利金ヲ御支梯致候其残額二付テモ前

記ノ文沸方法二依 り御行ノ御援助金及七十四商事ノ蔑飴資産並二積憤興信銀行提供金ヲ以テ長期ニ/､相

成候得共元利完済ノコトニ相成ル可ク侯

問政府御貸下金二付テ-大正九年御貸下ノ常時一般預金者ヨリ優先雛済ノ承諾ヲ求ムル様御指示相成タ

ルニ付其様二ノ､致竃キ侯得共其常時ノ苦情 ヲ中上グレバ斯クセザレノミ手綾上破綻銀行救済ノタメノ御貸

下ヲ願 ヒ得ズ又斯クックl)Tlテ十ケ年後ニ-政府御貸下金モー･般預金債務モ全部文掃出来待ル計算ナl)

シ-付預金者ヨ1)承諾書ヲ求ムル際優先梓ノ馬メ一般預金債樵者ノ賛益/､宅モ害サ ルヾ冒明言致シ叉政

府及日本銀行二於カセラレテモ同様二思料セラレ其常時政府並二日本銀行ノ御内認ヲ挺デー一･般預金者二

重迭シタル書面ノ中二モ ｢七十四銀行の資産に封し政府の優先据保を詑むることは皆様の御賛成を乞は

ねはな りません之れが出来ざれは整理案の苦行は出来ず又之を賛成した辿皆様の賓益を害する恐れは殆

どないのであります｣ ト記載公表致シァル様ノ次第二付共営時二於ケル政府､預金者､及債務者タル七

十四銀行間ノ微妙ナル矧再御賢察厳上侯
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以上甚ダ勝手ケ問敷御願二俣得共

(4) 大正九年休業普時五寓五千飴ロノ預金者二封シ其整理案二御承諾ヲ願フニ際シ共営時 下シテ-銀

行ノ休業 下車ス事-全ク未曾有ノ悲惨事ニシテ承諾書ヲ求ムルニ付テ-今日ヨリ想像モ及バザル

言語二絶スル困難有之侯結局理窟ヲ超越シテ財界安定 卜申ス大局的見地二基キテ無理こ全預金者

ノ御承諾ヲ纏メタル苦情二有之侯

(ロ) 又昭和五年末第二次整理案ノ際ノ､重千葛岡ノ梯戻ガ按分比例ニアラザル馬メ現在残存ノ預金者ヨ

リ強硬ナル反封多々有之逐二訴訟ノ提起迄相愛侯得共是亦理窟抜キニテ無理二御承諾ヲ麻 ヒタル

次第二候

(,～) 右ノ如ク現在磯存ノ預金者二封シテ-幾度モ無理ナル御承諾ヲ願 ヒタル次第二付今回政府並二日

本銀行二於カセラレテモ何卒前記情状御酌量ノ上特別ノ御詮議ヲ以テ

(-)一般預金者二封スル未梯預金全紙支排ノ儀御聴許被成下度

(I) 政府御貸下金ノ環飴債務二付テ-前記ノ通 1)元利御文排可仕候間御延期御承認相仰ギ度且利

息ノ､年式分二御引下願上皮

(i)貴行毎年金参拾参簡閲ノ御援助金-前記ノ通 り御継続願度

(pg) 貴行借入金ノ内本年末金五寓囲也ヲ入金シタル肇額ノ､御免除願上度

以上只管率個願侯也

七十四商事株式蓄融整理二付講隔書

株式昏融七十四銀行並二株式禽融横演貯蓄銀行 (現在合併シテ七十四商事株式禽融 卜改構)整理ノタメ貴

行ヲ通シ政府ヨ1)御貸下ケ相麻侯金宝千六百南国ノ残額金星千壷百雷園-本年十二月二十四日支沸期日卜

相成居候庭同融ノ､右ノ外之 1､同時二支排ヲ要ス-キ一般債務五百五拾参嵩八千飴囲ヲ負塘セルこ封シ資産

-僅カニ六百九拾飴苗圃二過キス多額ノ負債超過-テ此際到底全債務ヲ完済致尭供二就テ-甚夕勝手ケ間

数御願-テ某二恐入候得共事情御諒察ノ上左記整理案二依 り同社債務整理ノ儀何卒御聴許被成下度此段奉

梱願供

昭和十五年十月十五日

株式昏融 接潰興信銀行

頭 取 井 坂 孝

七十四商事株式禽liEE

専務取締役 村 田 繁 太

日本銀行総裁 結 城 聖 太 郎 殿

七十四商事株式書融債務整理案

-､一般債務五百五拾参菌八千参拾重囲八歳-本年十二月二十四日左記ノ通 l)内四百拾式寓或百六拾九園

七拾参鐘ヲ限度 トシテ支排ヒ嘩額免除ヲ乞フコト

(i) 神奈川麟五拾寓図-全額免除ヲ乞フコト

(ロ) 朝鮮銀行五拾寓四千式百五拾重囲茄拾四墓臥 横波正金銀行武拾六寓式千四百拾重囲八拾四歪凱 日

本勧業銀行拾参寓参千百五囲九拾四鐘､三菱銀行八寓九百七拾五囲､昭和銀行九嵩六千四百七拾

武囲拾九鑓/＼各共ノ三分ノーヲ支梯ヒ萄額免除ヲ乞フコTl

(),) 榊奈川麟農工銀行参拾武菌萱千六百九拾九囲参拾武銀-其年額ヲ文排ヒ残額免除ヲ乞フコト
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(I) 第十銀行拾参寓八千七百六拾七園参拾武鏡-内拾甫囲ヲ文抑ヒ残額免除ヲ乞フコト

(a) 其他一般債務参百五拾甫参百四拾七図九拾参鏡-全額之ヲ支梯フコト但本債務二付テモー部免除

ヲ受クル様極力努力スルコト

二､日本銀行借入金四古式拾八嵩九千九百拾七園五拾四銃/､本年末第二次整理案ニヨル賦金五高岡ヲ入金

シ残額-政府貸下金完済ノ時迄無利息ニテ据置キ右完済後七十四商事株式脅穂二間蔑詮資産アラ-之

ヲ以テ桝済シ嘩飴資産ナキ トキ-債務免除ヲ乞フコト但大正十年五月六日取立ノ馬メ貴行ヨl)再慕渡

受ケタル商業手形四通参嵩七千六百拾園ノ取立金-従来通 l)本借入金二内入ヲナスモノトス

三､政府貸下金宝千蓋百嵩図-利息ヲ年二分二引下ケヲ乞ヒ昭和十六年以降同三十年末迄十五ケ年間二左

記ノ方法二依 り分割雛済スルコト

自昭和十六年上期

至同 二十年下期

白岡二十一年上期

至同二十五年下期

白岡二十六年上期

至同 三十年上期

昭和三十年下期末

合 計

毎 其河 末 100千囲

200千園

300千国

5,300千国

ll,000千国

四､第一項二依 り一般債務ヲ支沸 ヒタル後ノ七+四商事株式禽配萄存資産-横潰興信銀行二於テ管理シ政

府貸下金ノ妨済資源こ充常スルコト

五､横演興信銀行-第三項政府貸下金分割鯛啓二必要ナル金額ヲ其利益金中ヨl)提供シ石鯛済ノ履行ヲ確

保スルコト

六､横漬興信銀行-昭和三十年末二於ケル政府貸下金五百参拾商圏ノ雛済ヲ確保スル馬メ昭和二十二年下

期以降同三十年上期迄毎期ノ利益中ヨI)左記ノ金額ヲ以テ国債ヲ購入シ日本銀行二預ケ入ル､コト

(預入国債ノ利息-更二図億二投資シ同様預ケ入ル､モノトス)

自昭和二十二年下期

至同 二十七年上期

白岡 二十七年下期

至同 三十年上期

毎 期 末 250千国

毎 期 末 300千国

七､日本銀行/､左記ノ方法二依 り横浜興信銀行ヲ援助セラレクキコト

(i) 政府貸下金二封スル利息 (年二分ノ割)ノ文抑ヲ負塘ス

(ロ) 横演興信銀行-封シ左記二依 l)特別融通ヲ馬ス

1 融 通 額 2,000千国

2 利 率 年-育 (日歩二厘七毛三糸の割)

但手形切替ノ場合ノ日歩-重複セシメサルコト

3 融通期間 昭和十六年 ヨリ同二十五年末迄十ケ年間

但第-項(ロ)鮮鋲外四行二封スル債務文沸額力上記務定硫ヲ超過シタル場合-其超過額二磨シ

融通期間ヲ三ヶ年牛ノ範国内二於テ更二延長スルモノトス

4 揖 保 国債

以 上
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関東興信銀行合併質料

合 併 理 由 書 (慧翫 嘉書禦 遠雷壷諸 の)

株式禽融横潰興信銀行/､大正九年資本金壱百常困 (武拾五南国排込)ヲ以テ株式昏融七十四銀行並二株式

昏融横演貯蓄銀行ノ整理受託銀行 トシテ設立セラレ其後昭和二年株式禽耐左右田銀行及昭和三年株式昏杜

第二銀行ノ資産負債 ヲ贈承シ現在二至 リクリ

其ノ問大正十三年株式禽配関東銀行及株式昏融関東貯蓄銀行破綻ノ結果其救済ヲ常時ノ神奈川斯知事散清

野長太郎殿 ヨl)株式脅融横波興信銀行二封シ極力援助方悠恩アl)タルニヨリ大正十四年株式禽融関東興信

銀行 ヲ設立シ関東銀行並関東貯蓄銀行ノ整理 ヲ受託セ リ

而シテ株式脅融関東興信銀行設立二際シ大蔵省ヨl)将来横潰興信銀行 卜合併ス-キ様御内意-ヨ1)別紙婁

ノ通 l)将来弊両行-合併ス-キ上申書ヲ提出シテ株式曹Iitt関東興信銀行設立御認可アリタル次第ナ 1)

従来株式脅耐横漬興信銀行-株式禽融関東興信銀行ガ株式合杜関東､株式昏祉関東貯蓄両銀行-其債務整

理支梯資金 ヲ融通スルニ皆 リ其援助乃至昭和二年金融恐慌二際シ又-関東興信ノ婆展 卜同行ノ地盤 トセル

神奈川牌下一団ノ産業界差達ノ馬メ常二関東興信銀行 ヲ指導援助スル辛 (現在資金援助額四百十飴商圏)

所謂 ｢親銀行､子銀行｣ノ密接ナル関係ヲ以テ今 日二至 レl)其間銀行法ノ改正アリ嘗局ノ銀行合併悠壇ノ

御趣旨二従フ馬弊行等ノ合併ノ速二賓現セソコトヲ期シ盾タルニ幸 ヒ株式曹lTtt横潰興信銀行-昭和五年末

ヲ以テ受託セル七十四､横演貯蓄銀行ノ整辞ノ大学 ヲ絡 l)関東興信銀行モ亦受託セル関東並二関東貯蓄ノ

整理 ヲ昭和二年末ヲ以テ大牢 ヲ終 リタルニ困 り桑二提出セル上申書二基キ従来ノ ｢親銀行､子銀行｣ノ関

係 ヲ更二一歩進メ改テ期待セル合併 ヲ賓行シ全時二諸経費モ相嘗ノ節減 ヲ馬シ得テ弊行営業ノ襲展ヲ困 り

地方金融界ノ斐達二資セソ T.スル次第ナ リ

上 申 書 葛

今般株式昏 Jid:関東興信銀行ノ創設二際シ株式脅lTtt横漬興信銀行ガ之レこ所要ノ資金ノ融通 ヲナス

ノ外特殊ノ便宜 ヲ輿フル-至 リタル所以-全ク両行-純然タル親子関係ヲ保有ス-キ耕契 ヲ有シ

結局両行-適葛ノ時期二於テ合併スルヲ最モ便宜 トシ且ツ理想 トスルモノナルコトヲ双方嘗事者

連署ヲ以テ特二上申侯也

大正十四年十二月十六日

株式禽融 横漬興信銀行

取締役頭取 原 富 太 郎 ㊥

株式昏nli 関東興信銀行

取締役頭取 井 坂 孝 ㊥

僧 契 約 書

株式禽融積憤興信銀行 (甲)-株式昏融関東興信銀行 (乙)ヲ合併スルニ付両行-其ノ重役昏ノ決議ニヨ

リ左記事項 ヲ契約ス

第 一 修 甲-乙ヲ合併シテ存績シ乙-解散ス
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第 二 候 合併後ノ甲ノ資本金-武官商圏 トス

第 三 候 乙ノ株式額面五拾圃柿込拾武囲五拾銭こ封シ甲-其ノ一株額面五拾図沸込拾武図五拾鏡ノモノ

ヲ後記第十三傑合併苦行ノ期日現在ノ乙ノ株主二交附シ乙-其期日二於ケル一切ノ資産負債 ヲ

甲二引臓グモノトス

第 四 候 乙ヨリ甲二引継ク-キ資産負債-乙ノ昭和七年六月三十日現在ノ貸借封照表ヲ基礎 トシテ作成

セル別紙資産負債引纏 目録記載ノ通 リトス

第 五 傑 前項目録記載ガ事案二相違シ又-隠L,タル張庇､未柿金等アル場合ノ､引継ノ時ヨl)六ケ月内二

甲力之ヲ差見シタル トキ-本懐契約常時ノ乙ノ取締役-個人 1､シテ連帯シ其損害ノ賠償二任ズ

ルモノトス

第 六 候 昭和 ヒ年六月三十日ヨl)本懐契約締結ノ日蓮ノ問二於ケル乙ノ資産負債ノ増減奨更-別二明細

書ヲ以テ甲二引服クモノトス

第 七 傑 乙-木偶契約締結ノ日ヨリ合併ノ苦行ニヨl)資産負債ノ引継ヲナス時迄/､善良ナル管理者ノ注

意ヲ以テFTlニ引鱒ク-キ資産ヲ管理スル-勿論､債額二影響ヲ及ホス-キ行馬其ノ他資産負債

ノ状態ニッキ不利益ナル襲更ヲ生ス-キ行馬二付テ-鞍メ甲ノ同意ヲ得-キモノT.ス

第 八 候 乙-木偶契約締結ノ翌日ヨリ合併ノ苦行ニヨリ資産負債ノ引堰ヲナス時迄-乙ノ日計表､諸貸

出日報､諸借入金日報等其他甲二於テ必要 卜認ムル書面ヲ甲二差出シテ乙ノ資産負債ノ増減壁

更一切ヲ甲二報告スルモノトス

第 九 候 甲-何時ニチモ乙ノ営業全般二付帳簿ノ検査其他ノ調査ヲナシ諸計表ヲ徴求シ又/､引継ヲ受ク

-キ資産ノ管理二付意見ヲ蓮-場合ニヨl)チ-直接管理ヲナスコトヲ得ルモノトス

第 十 候 甲-乙ノ現在営業所ノ内横須賀支店､長井支店ヲ除キ其他全部ノ支店､出張所ヲ甲ノ支店､出

張所 トシテ存置スルモノトス

第十一候 乙ガ本慣契約上ノ義務二違反シタル トキ-甲-催告ヲ妥セスシテ直二本慣契約ヲ解約スルコト

ヲ得ルモノトス

第十二候 甲及乙-昭和七年八月三十一日迄ノ間二於テ成ル可ク速カニ各棟主縫合ヲ開キ本仮契約ヲ附議

シ其承認ヲ受クル ト同時二甲/､定款壁更ノ決議ヲナスモノトス

第十三傑 合併賛行ノ期El-昭和七年十一月-E]トス但シ己ムヲ得サル事情アル トキ-甲乙両行取締役ノ

協議ニヨリ之ヲ壁更スルコトヲ得

第十四候 本懐契約-甲及乙ガ株主総督ノ承認ヲ受ケメルコト並二大蔵大臣ノ合併認可アリタル上之ヲ甲

乙相互二通知シタル トキ-普然本契約タル数万ヲ生ジ若シ甲乙何レカ一万ノ株主線禽二於テ木

偶契約ヲ承認セサルカ叉-大蔵大臣ノ認可ヲ得サル トキ/､本懐契約-常然無数 トス

第十五候 乙ノ取締役-本懐契約上ノ乙ノ各義務二付個人 トシテ連帯シ其責ヲ負フモノトス

第十六候 本懐契約二記載ナキ事項ニシテ本慣契約二闘聯スルコトノ､甲乙双方ノ取締役二於テ協議決定ス

ルモノトス

右契約ノ叢 トシテ本書武通 ヲ作成シEFL乙各自宣通ヲ保有スルモノナ l)

昭和七年七月武拾七日

株式含融 横演興信銀行

取締役 全 員

監査役 全 員

株式禽耐 関東興信銀行

取締役 全 員

監査役 全 員
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六行合同資料

偶 契 約 書 (鎌倉銀行の例)

株式禽融横潰興信銀行 (以下単二甲 †栴ス)-株式脅融鎌倉銀行 (以下軍二乙 下宿ス)ノ営業ヲ譲受クル

ニ付繭行代表者間二左記慣契約ヲ締結スルモノトス

寡 - 候 乙-其ノ営業ノ全部ヲ甲二譲渡シ解散スルモノトス

第 二 候 甲/､前傾二依 り譲受ケタル資産負債ノ差紙二相常スル金額ヲ其ノ引渡 卜同時二乙二支沸フモノ

トス

第 三 候 本暇契約-乙ノ昭和十六年十月三日現在日計表記載金額ヲ基礎 トシ節結スルモノ-シテ同日以

後営業譲渡苦行営口迄ノ乙ノ資産負債及損益ノ増減異動二付テ-別二計算書其ノ他甲ノ指定ス

ル方法二依 り明解ナラシメ之ヲ甲二通知シ其ノ承認ヲ安クルモノトス

第 四 候 乙ヨl)引堰 ヲ受ケタル各種預金其ノ他ノ封外債務二付テ-甲乙連名ニテ各預金者其ノ他ノ債横

着二封シ債務更改ノ承認ヲ求ムルモノトス

前項引頒負債ノ内甲二引堰 ヲ承諾セサルモノアル トキ-甲-乙二代 り之力支蹄ヲ鳥スモノトス

第 五 候 乙ヨリ引継 ヲ受ケタル諸貸出金中手形其ノ他指国債極-アリテ-債催譲渡ノ方法二依 1)又指名

債娃ニアリテ/､甲乙連名ニテ債務者ノ承諾ヲ求メ各確定日附ヲ徽スルモノトス

第 六 候 前候諸貸出金ノ内甲乙ノ債権譲渡 ヲ承諾セサルモノアル トキ/､甲-曽該債権ヲ乙こ返却シ乙-

之二相営スル金原ヲ甲二交付スルモノトス

第 七 候 乙ヨリ引渡ヲ受ク-キ預金二封スル未沸利息､未経過利息､未経過割引料､未梯諸税公課､未

梯火災保険料其ノ他営業二開スルー切ノ未沸損金 卜預ケ金､諸貸出金二封スル引継苦行皆目迄

二魔スル未収利息等-乙二於テ正確二計算シ引蒐常日甲乙各現金ヲ以テ決済スルモノT,ス

第 八 候 前慎二依 り甲二於テ立替-タル乙ノ未収利息金硫ニシテ営業譲渡賛行後六ケ月以内二債務者ヨ

リ支挿ヲ安ケサルモノアル トキ-該金額-乙二於テ飢時現金ヲ以テ甲二封シ之力餅済ヲ馬スモ

ノトス

第 九 傑 甲/､暖簾料 トシテ金四拾六商五千囲也ヲ営業譲渡賛行嘗日乙二文柿フモノトス

第 十 傑 乙ヨリ甲二引渡キクル資産負債二関シ引継賓行後試ケ年以内二於テ隠L,タル暇症ノ毎見二困 り

甲二損害 ヲ及ホシタル トキ-乙ノ取締役及監査役-各個人ノ資格二於テ連帯シテ之カ所償ノ真

二任スルモノトス

第十一便 督業譲渡賛行期日-昭和十六年十二月十三日トシ引継ノ苦行-乙ノ本店二於テ甲乙代表者立禽

ノ上之ヲ篤スモノトス

第十二候 甲-営業鼓貴賓行 卜同時二乙ノ本店､支店跡二夫々支店ヲ､出張所跡-出張所ヲ設置スルモノ

トス

第十三傑 乙-昭和十六年十-･月二十九日現在日計表ヲ基礎 トシ第一修二依 り甲二引継ク-キ資産負債明

細書ヲ乙ノ同日現在日計表 卜共二各式通ヲ作成シ其ノ宝通ヲ引渡質行十日前二甲二提出スルモ

ノトス

第十四候 乙ノ使用人-原則 1､シテ甲二於テ新規採用ノ方法二依 り使用スルモノトス

第十五候 甲及乙-昭和十六年十一月二十九日午前十一時 ヲ期シ各臨時株主組合ヲ開催シ甲-本懐契約ノ

承認､乙ノ営業全部ノ譲受及支店設置二件フ定款奨更ヲ又乙-本仮契約ノ承認､醤業全部ノ譲

渡及乙ノ解散其ノ他右二開シ必要ナル事項 ヲ夫々決議スルモノトス
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本仮契約-前項二依ル各棟主線禽二於テ承認決議ヲ得タル トキ-直二本契約 トシテノ数万ヲ塾

生スルモノトス

第十六傑 本懐契約-甲及乙ノ各棟圭組合二於テ前健二定ムル各事項ノ承認決議ヲ得サル トキ又-甲ノ支

店､出張所設置若ク/､乙ノ解散二閑シ大蔵大臣ノ認可ヲ得サル トキ-皆然其ノ数万ヲ失フモノ

トス

第十七候 木偶契約締結後-乙-善豆ナル管理者ノ注意ヲ以テ其ノ業務ヲ執行ス/レ-勿論封償ナクシテ義

務ノミヲ負携シ又/､権利ノ拙棄 ヲ為シ若ク-定例以外ノ支出ヲ馬サ,/トスル トキ-其ノ都度課

メ甲ノ承諾ヲ求ムルモノトス

第十八候 甲又-乙ノ内何レカ本仮契約二違背シ若ク-第十一便ノ営業譲渡質行期日迄二天災不可抗力其

ノ他ノ事由二困 り乙ノ財産こ著シキ減少ヲ生シタル トキ-甲及乙/､何時ニテモ無償ニテ木偶契

約ノ解除ヲ馬シ得ルモノトス

第十九候 本懐契約二規定セサル事項-シテ営業譲渡苦行上二必要ナル事項-各候項ノ趣旨二反セサル限

1)甲乙代表者間二於テ協定ノ上之ヲ苦行スルモノトス

右傾契約ノ認 トシテ本書或通ヲ作成シ甲及乙ノ各代表者記名捺印ノ上各其ノ蓋通ヲ保有スルモノナ リ

昭和十六年十一月十日

横漬市中匝住吉町四丁目四拾式番地

株式禽政横潰興信銀行

取締役頭取 井 坂 孝㊥

鎌倉市小町参百九番地

株式曹杜鎌倉銀行

取締役頭取 栗 田 侍 兵 衛㊥

侶契約附帯覚書 (平塚江陽銀行の例)

株式禽和枝演興信銀行 (以下軍こ甲 卜構ス) ト株式昏Iifi平塚江陽銀行 (以下単二乙 卜栴ス) トノ問二昭和

十六年十一月十日ヲ以テ締結シタル仮契約二附帯シテ繭行代表者間-左ノ傑項ヲ確約ス

第一修 乙力甲二譲渡ス-キ資産中営業用土地､建物､fl器､所有不動産及貸付金ノ引蔑債額ノ＼左記二依

ルモノトス

営業用土地

引捲債額

記帳債額

営業用建物

引椎憤怒

記帳債額

営業用什器

引継倍額

記帳慣額

所有不動産

引継債額

記帳横縞

25,185匝145

ll,631図45

88,825図12

32,941囲12

25,717医【93

8,143囲93

280,977囲27

195,634囲27



622- 資 料

貸 付 金

引僧倍額 2,196,197園29

記帳債額 2,236,950囲51

第二候 乙力甲二譲渡ス-キ有償讃券ノ引IS匪慣額-昭和十六年十月十六日現在ノ時贋二依ルモノトシ其ノ

引継償額-左ノ通 リトス

引継債額 1,946,441囲18

記帳債額 1,902,827囲91

但公勅使ノ昭和十六年十一月九日迄ノ経過利息二付テ-利子税ヲ差引キタル金額ヲ甲ヨリ乙二交

付スルモノトシ株式配普落又-新株其ノ他ノ樺利落贋格ヲ以テ引継ヲ決定シタル株式二付テ-普

該株式配普金又-塵剣金-乙二蹄魔スルモノトス

第三候 前便二依 り引輝償放ノ確定シタル有償讃券/､昭和十六年十一月十日之力引渡ヲ為スモノトス

前項二依 l)引渡シヲ馬シタル有償讃券ノ代金-営業譲渡苦行ノ昔日迄甲二於テ之ヲ預 り造キ其ノ

前日迄日歩六厘ノ割合二依ル利子ヲ乙二交付スルモノトス

第四候 乙ノ昭和十六年十月十六日附日計表資産中左記ノモノ-之ヲ引継ヨリ除外スルモノトス

一､所有有償置券

伊勢原自動車株式禽融 100株

記帳贋額 2,000囲

-､貸 付 金

債務者 原田栗太郎

債権額 32,907囲53

第五傑 慣契約第十慎二定ムル ｢隠レクル暇症｣ニ/､圭 トシテ左ノモノヲ含ムモノトス

一､引継資産-シテ引継潜時既二権利ノ保全其ノ他手簡上映陪アリタルモノ

二､引謂資産ニシテ引継昔時既二偽造､失権､時致完成其ノ他ノ事由二依 り無数ナl)シモノ

三､引継タル不動産力賓測ノ結果登記簿ノ表示 卜相違シ其ノ債額力引堰債額二著シク不足スルモ

ノ

四､引幕匪資産ニッキ譲渡前二存シタル事由二基キ第三者力所有樵其ノ他ノ樺利ノ主張ヲ馬スモノ

第六傑 営業譲渡二閑シ要スル共同ノ費用-甲乙折半シテ負嬉スルモノトス

第七倹 其ノ他資産ノ引継二開シ甲及乙ノ問二意見ノ一致ヲ見サルモノアリタル トキ-之力裁定ヲ大蔵省

二一任スルモノトス

右契約ヲ=aスル馬本書試適ヲ作成シ甲及乙ノ代表者記名捺印ノ上各自其ノ萱通ヲ保有スルモノナl)

昭和十六年十一月十日

横演市中直住吉町四丁目四拾武番地

株式合融横漬興信銀行

取締役頭取 井 坂 孝㊥

平塚市平塚新宿萱四七六番地

株式曹融平塚江陽銀行

取締役頭取 田 中 庄 七㊥
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不動産二開スル特別覚書

今回承継致ス-キ不動産-大部分宅地建物ナルカ宅地建物二付テノ､｢宅地建物等慣格統制令｣ニ依 り其ノ

最高償格ヲ譲受債格二制限セラル､タメ､将来弊行力之ヲ換慣セムトスル トキ譲受償格以上有利棄却ヲ馬

シ得サルタメ弊行/､宜旗ナル不動産ヲ相薗長期間二亘 り比較的低利廻二於テ保有スルー万将来地境低落ノ

不利 ヲ負塘スルノミト可相成二付比ノ際不動産二付テ-慣契約第十九慎二依ル譲渡賓行ノ方法 トシテ

H 不動産-登記上譲渡ノ形ヲ探ラサルコト

(I) 乙-解散二依 り清算禽配 下ナ リタル後､弊行ノ横潰地所株式禽耐二合併スルコトト致度 (商法第四一

九候 Ⅰ､第九八傑Ⅱ)

就テ-

一､十二月十三日営業譲渡苦行後御行二於テ株式二割シ清算配皆御支沸ノ際 (可及的蓮ニ)株主ヨl)普

該株式全部ヲ白紙委任状付ニテ御回収相成 り弊行二御引渡ノ上弊行ノ指定名義人二名義饗更ノ手続

御取運相成度､

二､且ツ其ノ上清算合札 卜横顔地所昏)itEトノ合併万二付御協力隈度､ 以 上

引継六行合併勘定

譲 渡 資 産 E 金 額

預

金

商

荷

手

鍾

業

馬

形

付

金

託

形

形

付

手

伝

手

番

貸

付
越

貸

地

物

器

産

排

権

計

貸
貸

土

建

什

動

債

店

周

不

善

座

業

有

日

記
普

他

薯

〃
〃

所

暇

別

合

圃
2′519,638.653

26,578,787.68
116,118.89

454,05
304′878.-

5′854,811.22

950,000.-

2′557′051.57

1′819.55

3′800.245.37

3,367,749.29

1,093.349.87

1′124.425.18

170,237.45

586,987.09

179.136,09

1′305,169.084

950.61

6l,605.71

So′573,407.357

日 引 渡 債 務

金

定

別

据

借

他

預

預

預

預

朗

段

置

金

金

金

金

借

税

金

金

諸子

迷

店

リ

受

差 引 受 取 代 金

合 計

金 額

囲
5Jl18′957.406

21′155′513.775

86′337.75

18,399,711,27

14′717.58

4,655.-

763,988.374

960.60

23,866.80

5′053.20

4′999′645.602

50′573ノ407.357
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六行譲受代金支所明細表
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再建整備関係資料

(旧勘定債権者に対するあいさつ状)

拝啓 毎々格別の御引立に預 り有難厚く御感中上ます

今般金融機関再建整備法の規定により潜行の最終虞理方法書は認可され､昭和二十三年三月三十一日新勘

定及び酉勘定の区分は消滅いたしました

右最終虞理方法書の確定損の額は左の通 りであります

科 目

金

券

金

讃

出

ケ

腐

貸

有

預

貸付有償≡髭券

本支店未達勘定

未沸込資本

鮮 勘

常 期 絶 損
虞分所菌勘
資 産 評 煩
新勘定許慣

計

金

定

金
定
損

損

帳 簿 慣 額
(昭和23･3.31)(イ)

図
237′033,590.00

133,625,984.54

37,422,424.63

419.400.00

13,318.900.39

715,200.00

1,all,779.92

64′915′300.58

占′288′600.10

1′703′825.29

491′255′005.43

評 償 金(ロ)

囲
22′616,543.59

105′781′840.99
(主 トシテ外囲起算及興業債券)

14′858′588.30
(資金統合鈍行二封スル瀬ケ金)

0

13,318.900.39

715′200.00

1′811,779.92

84,915′300.56

6,288,600.10

1′703′825.29

232′010.559.14

右の確定損の整理負増額は左の通 りであります

弟一家確定益

第二貌積立金

第三旋資本金

第四貌預金等

第五貌預金等

第六貌預金等

第七嚢預金その他の整理債務

計

金 額
囲

99,661,300.37

1,608,203.76

1,800,000.00

0

794,378.47

3,358,886.20

124,787,790.34

232,010,559.14

%
00

00

90

0

50

30

58

1

1

評贋額(イ)+(ロ)-(-)

囲
214,417,046.41

27,877,066.45

li′563,856.33

423′789.00

0
0

0

0

0

0
259.281′758.19

右によりますと昭和二十三年三月三十一日に貴殿の御所有になって居られた債催線鋸

(撃の念 )中貴殿の確定観 - ほ 摺 ｡念 )

でありまして轟に十二月一日中間庭理で新勘定に移換されました額 を加へ第一

封鎖預金等に移換されます- は (撃の尭 )であ｡ます 筒右資産欄 しまし

ては再建整備調整勘定が設けられまして各項目別に減債旗を記載いたしました種々の資産の明細表が作成

せられ今後右記評慣額以上の収入金は確定損を負捺された預金者その他の債権者のために確定損の負揖の
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割合に磨じて返還されること なゝりその異動は債権者委員倉によって精密に監査されることになっており

ます これらの曹勘定資産につきましては常行はその一つ一つにつきまLで慎重に考慮いたし厳重な評債

を試みました 皆行は役職員一丸となってこれらすべての資産が最大限に回復するよう最善の努力を詔し

ますことをお約束いたしますると同時にこれら資産の減債額の内相葺金額が回復し得ることを確信いたし

て居 ります 今後回復いたしました資産は確定損を負塘せられた預金者その他の債曜者のものでございま

してその資産の整理がつき次第大蔵省の承認を受けまして夫々分配せられることになっております

今後最後の分配が行われますまで決算期毎に曹行本支店の店頭に三十日間以上上述の資産の回復状況を公

告いたしまして御参考に供することになっております 問確定損を負塘した預金者等の方々には雷行の増

資の際にその確定損の負槍の限度におきまして槍資新株の割皆の優先権が輿えられますから普行将来の菱

展の為何卒新株御麿募方伏して御願中上ます

本件につきまして周御不審の鮎がございましたならば普行の本支店におきまして詳細お訊ねのほどをお隣

中上ます

昭和二十三年五月

最終虞理時竃勘定貸借封照表

産 l 3/31 現 在 L 評 債 盆 損 4/l 現 在

外

合

金
株

-

つ
i
3

4

･-;

預

貸

貸

雑

/..
t.
~･
1

2

3

4

5

償

固

有

TIi
g:･:

讃

杜

融

ケ

憤

出

勘

沸

賃園外2

穿

券

債

債

式

金

券

金

定
金

幣

定勘逮未店文本′○(

(7) 未 収 利 息

(8) 未 梯 込 資 本 金

小 計

園
133,625,984.54

28′411′997.00

16,777′616.95

74′555′441.50

13′880′929.09

31,422,424.83

419′400.00

237′033′590.00

1.811.779.92

1,804′329.50

7′450.42

13′318′900.39

8′40占′809.42

715′200.00

426,754.088.90

普 期 絶 損 金 64,915,300156

∴ : ,.: ‥ ..

新 勘 定 許 債 損

小 計

1′703.825.29

72,907.725.95

囲
32′922.90

13.992.50

2′520.00

16,410.40

4.389.00

37′311.90

計
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計 】 499,661,814. 8 5 231′973,247.24 267,688.567.61

調整勘定利益金処分認可申請書

昭和

31年11月29日大蔵大臣 一万田 尚 登 殿

横浜市中区住吉町4丁 目42番地

株 式 会 社 横潰興信銀行

取締役頭取 吉 村 成 一

(蓋習 管 霊 掘 剛)金融機関再建整備法第37条の規定に基いて設定された調整勘定の利益金について次の通 り処分したい

ので同法第37条の2の規定により申請致します｡

記(1) 法第37条の2の規定により処分しよう

とする金額但し処分金額算定の内容は次の通 り

昭和31年11月26日現在調整勘

定利益金分配時迄に確実に収入となる利益金

小 計 81,2

58,439円63,

017,435円20,
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利益処分に要す る経費

元旧勘定資産負債の予想損益に対す る利益金の留保額

その他利益金の留保額

差 引処分金額

370,000円

0円

1,632,443円

81,258,439円

(2) 利益金処分の対象 とな る確定損を負担 した金額及び政府補償 62,047,885円44銭

内 訳

撞 頓

法第24条第11項第 4号金額

〟 第 5号金額

〟 第 6号金額

〟 第 7号金額

〟 第 9号金額

〝 第10号金額

法第33条第 1項の規定によ
る政府補償額

〝 利息相当額

計

金 額 l 既に分配した金額 現 在 残 高

794′378.47

3,293′55600

57′959′950.97

0

0

0
0

62,047,885.44

(3) 処分 しよ うとす る金敬の内訳 とその割合

種 類 l 科 目 l 処 分 金 額 讐宕幣 詐 L 備 考
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(4) 処分予定日 昭和31年12月20日

分配時迄に確実に収入となる利益金

内 訳

1･ 調整勘定運用益

自 昭和31年11月10日

至 同 31年12月20日

2. 処 分 益

町 田 支 店 建 物

〟 土 地 364.7(均Z ④1占,500

保土ヶ谷支店建物

〃 土 地 100.94坪 ④21.100

戸 塚 支 店 建 物

/y 土 地 309.75坪 伝)18′000

合 計

3. そ の 他 の 益

閉鎖機関南方開発金庫特損負担額分配金

石川島重工業株式会社仮勘定分配金

合 計

20,243,447円

164,636円

4.214′132円

5,997,256円

534′021円

2,日4,693円

l′631,471円

5,560,013円

20.051,586円

975円

26′250円

27′225円
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調整勘定利益金分配並びに同勘定閉鎖のお知 らせ

先年の弊行再建整備に際しましては戦後処理のやむを得ない事情とは申しながら皆様に多大の御迷惑をお

かけ致し深く恐縮に存じております｡

その後銃意旧勘定資産の回収整理に努めて参 りました結果お蔭をもちまして整理も順調に進捗致しこの間

去る昭和二十八年五月第二封鎖預金等の一都を分配致しましたが､今般金融機関再建整備法の規定に基づ

き確定損を御負担願いました皆様に左記の通 り調整勘定利益金の最終分配を行い､同勘定を閉鎖致す運び

とな りました｡

索に永年に亘 り御迷惑をおかけ致しましたことを深 くお詫び致し謹んで公告申し上げます｡

記

一､預金者等への分配額

ィ､確定損を負担した預金等その他整理債務の全旗

(但し第-回分配金をお支払致した分についてはその残額)

ロ､右に対する法による利息相当額

二､株主-の分配額

昭和二十三年三月三十一日現在株主名簿に記載された株主に対し

ィ､確定損負担額の全額

ロ､右に対する法による利息相当額

(但し右株式について未払込に因り生じた請求権がある場合はその相当恋並びに之に対する法に

よる利息相当額を控除致します｡)

三､支払開始日 昭和三十一年十二月二十日

四､支 払 場 所 当銀行指定店舗 (領収証記載の店舗)

五､支 払 方 法

債権者各位に別途御送付申し上げます領収証とお引換に領収証記載の取扱店においてお受取下さ

い ｡

御注意 御住所変更等により領収証未着その他御不明の点がございます場合は弊行本支店-お申出で下さ

い｡

昭和三十一年十二月十六日

横浜市中区住吉町四丁目四十二番地

株式会社 横漬興信銀行

取締役頭取 吉 村 成 一
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当行創立以前の資料

(慧票 差票冨完竺 竺 悪霊荒冨霊冨芸霊宝)

横演元馬換合社洋銀券斐行差許置侯後去ル明治五年八月中国立銀行候例頒布二付テ-右銀券通用/､可差止

ノ庭今般詮議ノ次第有之更二別紙規則 ヲ定メ従前ノ過重行差許侠候此旨布告候事

明治七年九月甘四日

太政大臣 傑 賛 美

洋銀券註行規則

第 一 候 横潰洋銀券蛮行-特別ノ詮議ヲ以テ従前ノ通第二国立銀行-負塘セシメ其事務ヲ取扱フモノモ

亦同銀行ノ役員ニテ兼務ス可シ

第 二 候 其襲行高ノ組数-百五拾嵩弗 卜定メ其種類-五弗拾弗武拾弗Tl拾弗百弗五首弗千弗ノ上程タル

可 シ

第 三 候 此営業二付テ-洋銀責買ヲ専ラト馬シ又人民ノ望ニヨリテ日本通貨ヲ預 り置キ洋銀ヲ貸渡シ或

-洋銀ヲ預 り置キ通貨ヲ貸渡スモ勝手タル可シ

第 四 候 引換用意金ノ高-賓地散布高 下同数ナル正弗或-通貨ヲ備フ可シ

但該銀行ノ蛮行紙幣ヲ以テ此用意金-加フ可カラス

第 五 候 此用意金-物品ヲ抵曹二取 リテ運用シ又/､利益 ヲ取 リテ他二預クル等ノ事 ヲ厳禁ス而シテ此用

意金-銀行本業ノ準備金 卜混ス可カラス高一用意金額不足ナルカ又-彼是融通運交スル等ノ如

キ不正ノ馨動之レアルニ於テ-第十二傑十三慎二照準シテ厳重ノ庭置二及フ可シ

但此銀券融通ノタメ銀行ノ健二因 り大蔵省ノ許可ヲ得テ憧カナル ｢バンク｣等-預備ノ拳ヲ

馬ス-此絡ニアラス

第 六 候 毎牛ヶ年出納決算ヲ途ケ其所属諸費ヲ引去 り純益アラ-株高二魔シ配常ス可シ

第 七 候 此営業ヲ允許スルニ付キ追テ共益金ノ内ヨリ相皆ノ税金ヲ政宿-納ム-シ右約万-向後政府二

於テ制定スル所ノ銀行税金二準シ大蔵省ノ指令-ヨリテ上納ス可シ

第 八 候 洋銀券近行二付毎牛ヶ年其事務ノ景況及ヒ利益菱行銀高引換高井二其平均高用意金有高等ノ詳

明ナル報告書計表等 ヲ紙幣頭二差出ス可シ其書式-紙幣頭ノ差圏二従ヒ此銀行頭取々縮役之レ

ニ記名調印ス可シ

但日々ノ差行高引換高用意金高洋銀相場ノ報告-其営業休暇日ノ外-毎日紙幣頭へ差出ス可

う/

第 九 候 右洋銀券垂行ヲ允許スルニ付キ此銀行二於テ-徴信ノ篤メ其抵嘗 トシテ賛地散布高三分一丈ケ

ノ県債アル公債証書又ノ､不動産ヲ大蔵省出納案二預ケ置ク可シ尤モ此抵常物-決シテ銀行本業

ノ資本二閑セス完ク株主家産ノ内ヲ以テ別院差出ス可シ

但三分-ノ算計/､牛ケ年間賓地散布ノ平均高ヲ以テ之ヲ定ム可シ

第 十 候 紙幣頭/､大蔵卿ノ許可二従 ヒ営業ノ賛際ヲ詳知スルタメ時々官員ヲ派出シ営業中ノ時間ナレ-

何時ニテモ共用所二至 l)所屠簿筋計表及ヒ嘉行総高残数引換高用意金有高等ヲ撤密二瓢換シ又

銀行役員不正ノ所馬ナキヤ否ヤヲ督察シ英資況 卜考按ノ趣旨トヲ書認メ紙幣頭二報告セシム可

亡/

第十一修 此鋲券ヲ営業時間中二持参シテ引換ヲ望ム拝之ヲ拒 ミ或-之ヲ怠テ次ノ日二譲ル等ノ｢ヲ禁止
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ス

第十二候 甫-前款ノ趣旨二惇 リ正弗或-通貨ヲ以テ引換 ヲ馬サ ､ル拝-持参人/＼其旨ヲ地方官鹿二申出

可シ而シテ地方官-一腰之ヲ該銀行-賀シ全クー時ノ怠惰-テ相拒 ミ別段事故モ之レ無ク-直

二認責シテ引換 ヲ烏サシム可シ若シ用意金ノ不足 ヨリ起 リシ｢判然タラ-至急其旨ヲ紙幣頭二

申通ス可シ

第十三候 紙幣頭/､此報告 ヲ地方官庶 ヨリ得 レ-速二官員ヲ派出シテ其事案ヲ推間シ何等ノ事故-テ用意

金不足 ヲ生シタル儀判然タラ-暫ラク此出納ヲ差止メ其顛末ヲ紙幣頭-票菖ス可シ

第十四倹 紙幣頭-筒大蔵卿二葉議シ右用意金ノ欠旗ヲ補フタメ乗テ預 り置キタル公債謹書不動産ヲ没入

スル旨ヲ申渡シ右証書ヲ出納頭 ヨリ受取 り大赦卿ノ許可二従 ヒ便宜責却シテ用意金ノ全額二満

タシメ過剰アラ-下ケ戻ス可シ若シ不足アレ-株主一同銘々ノ身代二掛ケテ之レヲ償/､シメ然

/T,後跡引受人ヲ命ス可シ

第十五候 株主三分二以上ノ集議二困 り此銀行本業 ヲ磨セン トスル拝-先ツ洋銀券未聾行ノ現寵 佃 チ銀行

二存在シテ､兼夕世間二散布セサルモノ)及 ヒ散布高ノ用意金持脚力欠額之レナキ旨ヲ紙幣頭二申立ツ

可シ紙幣頭-直二官員ヲ派出シテ銀券用意金持有高換査ノ上皆分 日々出納ヲ監督セシメ至急大

蔵卿二崇議シ跡引受人 ヲ命ス可シ

第十六候 右ノ通政府二於テ厳重二保護シ又銀行二於テモ此規則 ヲ遼寧シ確賓二営業セシ上-異襲アルマ

ジキ筈ナレ持筒-該銀行非常ノ災害 ヲ蒙 り大損失 ヲ醸成シ銀行慣例第十八候ノ手簡二従 ヒ本業

ヲ磨分スルニ際シ此銀券ノ用意金多分ノ欠額アリテ而カモ株主一統之ヲ補フ1能-ザル 梓-頭

取々締役一同身代限 り取 り立共余株主--株金ノ割合ヲ以テ之ヲ賦曽シ (管--頭取 締々役一同ノ株

金都合武拾筒図二テ此身代限1)取立テ高五薦囲ナル倖-其割合ヲ以テ外力株主-株金高二鷹シテ配賦スルヲ云フ)若シ

右割合高ノ出金ヲ馬シ得サル者-身代限 リヲ以テ之ヲ償-セ其集金高-棄テ出納寮二預 り置キ

タル公債証書不動産 ヲ更却シ其代償 ヲ之レニ加-此組合高 卜銀券散布高 トヲ較算シ銀券ノ割引

高ヲ走メ其趣旨及 ヒ割合高引換万期限等明噺二記載シ紙幣頭 ヨリ新聞紙其他ノ事績-テ世上二

公告ス可シ

第十七候 政府ノ都合ニヨリテ要用ノ｢アレ-此規則 ヲ増補シ又-之ヲ改革シ又/､之ヲ廃止スル｢アル可

シ/

支店貸出金規程(PQA誓43纂遠望晶整二銀行)
明治四拾三年五月拾三 日達

第 一 候 支店二於ケル信用ノ貸出-必ス手形割引ノ方法二依ルモノトス

前項二依 り金額蓋千囲ヲ超過スル信用ノ貸出ヲ要スルモノ-萱入籍二其金額ノ最高限度ヲ査定

シ年四回 (一月 四月 七月 十月)頭取二届出ツ-シ

第 二 傑 新二前傾ノ取引ヲ開始セムtlスル 1キ-其封手ノ信用調査書額､又既定ノ限度ヲ更二培加セム ト

スル拝-其事由書ヲ添工臨時二頭取二届出ツ-シ

第 三 候 頭取/､其見込二依 り前二候ノ届出二改訂ヲ命シ又-臨時二既定限度ノ減額 ヲ命スル｢アル-シ

第 四 候 信用割引二係ル手形ノ保護､及直接裏書-信用限度ノ金額二算入ス

第 五 傑 第一健二依 り届出ヲ要セサル金額-勿論同候及第二健二依 り届出済ノモノト距托手形ノ割引-

特別ノ事由アルモノヲ除クノ外紙テ確誓-シテ且純粋ナル商業手形 ヲ目的 トシテ取扱フ-キモ

ノトス

第 六 候 手形ノ割引-揖保晶ノ有無二拘ラス成ル-ク其支挿入ノ信用 ヲ目的 トシテ取按フ-キモノ トス
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前項二依ル能-サル事由アルモノ-裏書ヲ馬ス-キモノヲシテ手形上ノ保護人 トシテ署名セシ

ムへシ

第 七 候 割引シタル手形ニシテ若シ満期 日二支挿ヲ得ス害替 ヲ薦スノ己ムヲ得サル場合二於テ-前ノ裏

書人ヲシテ新二手形上ノ保讃人 トシテ署名セシム-シ

第 八 慎 重人二封スル常座貸越約定額-金宝寓圃ヲ以テ最高限度 トス

第 九 候 皆座貸越約定額二封シテ-必ス之二相常スル揖保品ノ常置サル ､コトヲ要ス

但商品ヲ揖保 トスルモノニ限 り約定額以内二於テ揖保晶ヲ槍減スルコトヲ得

第 十 候 前便但書ノ場合二於テ-其貸越金/､必ス現在揖保晶ノ揖保慣格ヲ超過セサルコトヲ要ス

第十一候 一支店ノ皆座貸越約定額ノ緒高ヲ過曹 卜認ムル拝/､頭取/､随時之ヲ適暫二制限ス/レコトアル-

シ

第十二候 萱人二封スル有揖保ノ貸出-諸取引ヲ通シテ金五寓囲ヲ以テ最高限度 トス

第十三候 貸出金ノ揖保 トシテ受入ル-キ有償発券ノ種類-濠メ之ヲ査定シ年式回 (一月 七月)頭取二

届出ツ-シ

第十四候 頭取-其見込二依 り前候ノ届出二改訂ヲ命シ又-随時二之レカ取捨ヲ命スルコトアル-シ

第十五候 第十三傑ノ有償讃券-確賛ニシテ且中央市場二於テ容易二虞分シ得ラル-キモノヲ日的 トシテ

査定シ周蹄込 ヲ完了セサル株式-成ル-ク之ヲ除斥ス-シ

第十六候 記名債券 ヲ揖保 t.シテ受入ル ､拝-其質権ヲ登録ス-シ

第十七候 商品-精製品ナルカ又-全ク加工セサル原料品ニアラサ レノ､把保 トシテ受入レサルモノトス

第十八候 不動産ヲ抵普 トスル貸出金-複メ頭取ノ認可 ヲ安ク-シ

第十九候 糖保晶ノ揖保慣格-左ノ割合 ヲ以テ最高限度 Tlシ其範国内二於テ封手ノ信用及轄保品ノ賓質盈

ヒ其物件 ヨリ生スル純収益 ノ如何二依 1)適宜掛酌スル｢ヲ要ス

一 国債叢書 時贋百分ノ九十

二 東京､京都､大阪､横潰､耐戸､名古炭各市公債謹書 同 百分ノ八十五

三 不 動 産 同 百分ノ六十

四 右以外ノ有償認容商品等 同 百分ノ八十

第二十候 揖保晶ヲ白膚ノ倉庫以外二蔵置スルノ要アル拝及倉庫讃券 ヲ揖保 トスル拝ノ､前ノ場合二於テ-

其蔵置ス-キ場所､倉庫ノ構造､管理方法､倉庫所有者氏名､後ノ場合二於テ/､倉庫業者ノ氏

名 ヲ届出竣メ頭取ノ認可ヲ受ク-シ

第二十一候 揖保 トシテ受入ル-キ商晶及前候ノ揖保晶-組テ火災保険附タルコトヲ要ス

前項ノ保険契約-倉庫讃券 ヲ除クノ外絶テ常該盾二於テ直援ノ慣利者タル-キ方法二依ルモノ

トス間其保険ヲ託スル保険禽融/､藻メ之ヲ頭取二届出ツ-シ

第二十二候 貸出金ノ期限-左記二依 り取扱 ヒ成ル-ク之二超過セサルコトヲ要ス

ー 信用二係ルモノ 六十 日以内

二 不動産 ヲ抵曹 トスルモノ 蓋ケ年以内

三 有償讃券商品等 ヲ捨保 トスルモノ 九十 日以内

但金額五百困以下ノ貸出金-六ケ月以内ノ期限､常座貸越金-一週目前ノ藻告二依 り解約シ得

-キ約束ヲ以テ貸出ス｢ヲ得

第二十三候 己ムコトヲ得サル事由アル1干/､第十八候第二十四候ノ手績 ヲ経テ不動産 ヲ手形割引ノ見返 り

品 卜馬スコトヲ得

但本懐-依 l)割引スル手形ノ期限-第二十二候第一娩こ依ルモノ トス

第二十四候 不動産ヲ抵菖 トスル貸出金-必ス其謹書ヲ公正詔書 トシテ且登記 ヲ経-シ之ヲ延期シタル拝
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亦同シ

第二十五傑 前候貸出金ノ謹書ニ-金融ノ情況二依 り銀行-何時ニテモ利率ヲ饗更シ得ルコTl及返金滞 リ

タル拝-直チニ強制執行ヲ烏シ得-キコT.ヲ契約ノ候件 下馬スコTlヲ要ス

第二十六候 貸出金ノ最低利率/､年式回 (一月 七月)各店毎二事情ヲ参酌シテ頭取之ヲ定メ筒金融ノ情

況二依 り臨時二之ヲ改定ス

第二十七燥 貸出金ノ回収濠期二違ヒテ延滞シ又ノ､延滞的こ薫香ヲ贈績シ若クノ､櫓揖陳､元金減額ノ請求

二廠セス利子ノ納入ヲ延滞スル等現二不健全ノ兆候アルモノ-其事賛ヲ成ル-ク速二頭取二届

出ツ- シ

第二十八候 貸出金二関シ訴訟ヲ起サン トスル拝ノ､頭取ノ認可ヲ受ク-シ又弓開 rJgL行ノ手簡ヲ馬シタル拝

-速二頭取二届出ツ-シ

第二十九候 頭取二於テ別段ノ監督ヲ要ス ト認メタル貸出金-其旨ヲ指定シテ特別監督二附スルモノトス

消却ヲ了シタル貸出金-前項ノ指定ヲ須 ヒスシテ消却ノ時ヨリ直チニ特別監督二附セラレクル

モノ トス

第 三 十 傑 前候第二項ノ滞貸出金ノ､消却済滞貸出金記入帳ヲ設ケ之ヲ記帳整理ス-シ

第三十一候 特別監督二附セラレタル貸出金ノ債務者､保護人､利率ヲ壁更セム トスル拝-諜メ頭取ノ認

可ヲ安ク-シ

第三十二候 前候貸出金ノ謹書手形ノ書替､期限ノ襲更､元利金ノ受入-之ヲ頭取二届ケ出ツ-シ

第三十三傑 第一候第-項､第八候､第十二候､第十三候､第十九候､第二十六傑ノ規定-特別ノ事由ア

リテ之こ従ヒテ取扱難キモノアリタル拝随時頭取ノ認可ヲ得テ便宜ノ取扱ヲ馬スコトヲ得

第三十四候 本規程/＼支店二於ケル割引手形､貸付金､質入認券､荷馬替､普座貸越金等組テノ貸出金二

適用ス-キモノトス

第三十五候 本規程二依 I)支店支配人ヨリ頭取二宛テ差出ス文書報告-総テ本店支配人ヲ経由ス-シ

第三十六候 本店支配人-前候ノ文書報告ヲ調査シテ之二意見ヲ附シ頭取二進達ス-シ

第三十七候 ｢コールマネー｣其他専ラ本行ノ金融ヲ差繰ル馬ニスル貸出金ノ､本規程二拘ラス本店支配人

ノ指示二依 1)取扱フモノトス

得意先信用取引極度届書 (用紙美濃罰)

限度金龍 手形性質 氏 名 職業 任所番地 信用調査摘要

凡 例

一一 手形性質欄--其割引ス-キ手形ノ商業手形ナルヤ融通手形ナ/レヤ其区別ヲ記載スルコト

ー 信用調査摘要欄--年齢､性格､仕振 り､正味身代､営業現況､評判等 ヲ簡明二記載スルコT.

- 見返 り品アルモノ-本書末尾適宜ノ場所-共晶類数量時贋ヲ記載スルコト
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浦賀銀行創立 日記 (抄)

ここに抄録した浦賀銀行創立日記は私立銀行の乱立時代といえる明治32年に,浦賀の豪商臼井俵兵衛が

中心になって設立した浦賀銀行の設立当初の経緯を日記風に詳細に記録した

ものである｡当時における地方的な銀行の設立手続きやその後の経営の実際を知る上で貴重な記

録である｡浦賀銀行は白井頭取の践株もあって明治

43年には廃業し,関東銀行に引継がれ結局当行の浦賀支店に沿革がつながることになるが,この日記と同様スタイルでその結末を綴った

浦賀銀行始末記もあったようである｡なおこの日記の筆者は元会津藩上で,維新後浦賀で茶商を営み,浦賀銀行の創立に当って白井頭取を輔けてその衝に

当った鹿目常吉である｡

明治三十一年八月二十四E] 浦賀商昏所に於て銀行設立の相談既に成る､則ち株式昏Iiii

に組織する事- 資本金武

拾寓囲但し宝珠金五拾園として惣数四千株右に付出勝者左

に臼井儀兵衛 高橋勝七 官井清左衛門 太田叉四郎 官井異右衛門 三次六兵衛 石渡

最三郎増田大兵衛 穴揮輿十郎 加藤小兵衛 太田友吉右拾董名毎起承諾の事 外賛成者 田遁走兵

衛 高木利右衛門 岡本又次郎 臼井辰右衛門 香山活兵衛臼井滴市 長場長七創立委員臼井儀兵衛 高橋勝七 官非活左衛門 大口又四郎 宮井輿石衛門 三次六兵衛 大津典十

郎 計七名複定株主左に一 恵千株- 参古株- 参百株一 重百株一 五拾株一 五拾株

白井儀兵衛官井清左衛

門宮井輿

右衛門穴樺輿十郎槍田太兵衛太田友吉 一 八百株 高橋勝七

一
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十日

本日差起人集合に付出借入左に

白井儀兵衛氏 穴揮輿十都民 太田叉四郎氏 槍田太兵衛氏 三次六兵衛氏 太田友吉氏 加藤小兵衛氏

宮井輿右衛門氏 宮井清左衛門氏 午後五時に至 り 石渡異三郎氏計拾人 削ち申請書､目論見書､

慣定款等を議決す 高橋防七氏不在に付き同人蹄宅次第書面奉呈の事に決す 猪於申込無之各町に否哉を

尋問せん事に相成 り､東岸はぎ輿氏へ委託し川間､潰町､久比里､高坂､荒巻､芝生､築地新等は鹿日よ

りする事に議決す 六時竿解散す

九月十一日 但し左の交渉は鹿日よりす

漬町惣代大捧兵書氏に其の町にて銀行株式〇人の有無を問う 早速其の町伍長を招集して挨拶せん事を

答う､川間は長嶋忠左衛門氏に右同様相尋且つ同人より其の町惣代に照合あらん事を托す 久比里青井は

増田太兵衛氏に相頼み右通報を托す 荒巻は上坂伊之助氏-右同様相托す 芝生は藤井和助氏-同断

九月十二日

官井清左衛門氏より銀行設立申請に付而ては其の書面目論見書遊びに定款等字鉢正格に認め数部共に一

様に認めざれは受理に不相成旨注意せらる 太田友吉氏より太田作太郎氏の株式申込みは太田野婦と相改

め侯様正誤せらる

九月二十五日

本日は浦賀倶楽部の重合式の序に高橋勝七氏の調印済但し該銀行申請書整頓有之Lも右同人他出中に付

延行せLに明日は各蓉起人の調印を要し書面申達の運びに致す可き旨､臼井官井の両氏より示命ありたり

同二十六日

該行毎起人諸君の調印を受け町役場に出て申達の運びに馬さんとせLに町長出勤なく其宅に行 く 途中

急用出来迎ひの者乗 り果さずして引取る

同二十七日

官井清氏-出て検閲を乞わんとせLも同人不在にて臼井氏へ出て検閲を乞い且つ候定款の文字決議の庭

-掛印を受け而して町役場-参候庭町長出勤無之仇て助役川島氏に該行申請の旨趣熟上願托して引取る

十月十四日

本日襲起人集合 去月二十七日申請せし書面の内儀定款丈け町役場を経て下げ戻し左の通 り審問に相成

侯事

第六七三畿

白井儀兵衛外六名の提出に係る株式禽配浦賀銀行叢起認可申請書進達の塵左の記の廃土至急取調可差出

旨其筋より通達有之侯間御取詞の上御差出し相成度此段申達慎也

三十一年十月十日 浦賀町役場印

臼井儀兵衛殿 外六名御中

- 設立地に於ける貨物の集散及金金蔓取引高

二 経済上銀行設立の必要なる理由

三 設立後投資の主たる目的

四 株金募集の難易

Tl 叢起人に関する左の諸件

職業､年齢､破産又は家資分散遠びに信用に関する犯罪の有無､地租､所得税額､所有財産の概憤

慨定款の末尾に萎起人に於て決定したる旨を記し各自記名捺印の事

右に付種々協議に相成候庭其答書等不相分候に付明十五日鹿目常吉郡衛に出頭該書を相伺候事に-決し

て退散 午後五時
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十月十五日

前記の件に付鹿目郡役場へ出頭し石井三郎に就て其書式の模様を聞き其雛形 を受 け て錆宅す 直に臼

井､官井､穴浬の三氏に復命す

十六日

右書式進達に付其ケ候を記載し可被中越旨高橋氏に糖書を以て報知す

十八日

右高橋氏より右進達の要件ケ候被中越

十九日

白井氏に相伺候虚不在に付町役場-f廿頭して妻起人諸君の地租､所得税､年齢滋に営町の貨物集散等町

役場にて相排し候丈け相調官井氏行末た不分明の廉々毎度に付相調可申候我と相伺候庭白井氏蹄宅迄相待

候様との事に付延期す

十月二十一口

重起人集合ELl'T席者 臼井､太田､宮輿､宮浦､三次､穴樺の六氏に鹿日連なる 過日来郡衛を経て諮問

に相成候 本町取引高其他財産等書類整頓､明二十二日該書類を携帯して施日は町役場を経て郡衛へ出頭

同様菱起諸氏より示命せらる 依て其夜該書を整調するに際し集散表に付官井氏に伺ひ其不整を整して既

に整頓す

同二十二日

早朝櫨を以て高橋氏の調印を受け而て昨日調印の確 り三次氏､宮興氏等の調印を受けて郡衛 に届け し

む 助役川島氏の出衛の序を以て無事に書面を進達す

十一月二十五日

本日白井は町役場より垂起認可書下附に付出頭侯様通知に付同人出頭に相成候虞別紙の通 り訂正の上認

可御講致候事に付蓮起人諸君へ通知し鴨居へは葉書にて萎麗人集合は本月二十九日午後一時と通知致し侯

事

二十六日

慣定款の訂正遠に請書の下書等を町役場へ持参して二十九日に右南本書差出し可然哉の交渉し助役の承

諾を得て其事に決す

二十九日

本日垂起人集合に付商合併へ参供塵同所差文に付臼井氏の本宅-脅す 高橋遅刻に什臼井氏より俊を遣

わさる

讃蝶金沸込みは十二月十日迄と定む 十四日蓮麗人集禽 十五日総合と定む 融印小策書にて出来する

事 但し定款通 り八分なり

十二月一日

鹿目出京の序耐印注文す可き旨臼井氏の命を受けて創出来す

十二月三日

臼井氏田京同氏の報を得て同支店へ鹿田lij向す 其翌四日第一銀行の佐々木氏に同行の命を受けて蹄宿

同匹旧

前八時臼井氏鹿目随行にて佐々木氏へ行き銀行雇員の事を依頼して前十一時頃轟宿す

同十一日

臼井氏の命にて本月十五日創業総督の儀株二L:_K通知し併て十四日蓮起人合を開く事を叢起諸君に通知す

同十匹旧

葛起人合議に付創業費､決算､定款の調査､株主の決定､創業組合と議案等協議の上午後五時退散
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同十五日

午後一時創業組合を開禽す 出席人員 (委任状其)武拾八名 株数三千八百五拾株 出席株主満場一致

を以て臼井儀兵衛氏を曹長に推撰す 而して喪起以来の事件を報告す 竣て議事を閲昏す 宮井清左衛門

氏の重言 臼井氏を取締役に推摸して外六名の取締役に監査役武名を白井氏射ち曹長示命の議を呈す 満

場一致之を賛成す 仇て其示命普撰人左の如し 常田庸人名

白井儀兵衛 鹿目常吉 宮井清左衛門 穴揮輿十郎 槍田太兵衛 三輪卓爾 官井ヨシ 宵井次郎助

高橋勝七 相揮村次郎 暫藤源蔵 長塚増減 太田又四郎 三次六兵衛 田追走兵衛 高木利左衛門

織田清吉 山下喜助 官井輿右衛門 白井辰右衛門 加藤小兵衛 飯田清九郎 太田友吉 太田ノブ

岡本叉次郎 美河六右衛門 香山清兵衛 長嶋長七

右の通 りにて出席人員試拾八名 権利株数三千八百五拾株 而して役負

取締役 白井儀兵衛 高橋勝七 太田又四郎 官井清左衛門 官井輿右衛門 三次六兵衛

穴揮典十郎 計七名

監査役 増田太兵衛 石渡異三郎 計武名

右の外定款創業費等無異議結了 午後四時竿解散す

明治三十二年一月八日

鹿目出京し虞臼井氏の書面を得て佐々木に行く それは曾て皆銀行耐員雇人の義第一銀行支配人佐々木

氏に相托し置し庭其確答無しに付則第一銀行に行き右同人に就て承 り合し庭其心苦 りの人は元大蔵省出仕

銀行検査掛 り相勤 唯今は第一銀行の馬替課糖任の由而して浦賀-璃任せば月給参拾囲位の由 蹄浦の上

白井氏 官清氏等に其由復信侯庭英人曹銀行雇人可申旨佐々木書状差出し可くとの示命に付本月十七日郵

害す

一月十四日

濠て出願中の設立願書の内定款の末に役員一同調印の産婆起人一同調印訂正す可く又申込み簿の寓に本

書或は公讃人の公設を経たる書を要し定款中組合にて更正したる廉は訂正届を袈する旨にて書面却下に付

該訂正の件に烏間合として郡衛に出張を示命せらる

一月十五日

右の件に付鹿日出張皆目は日曜に付石井三郎氏の宅に就き問合せし上夫々書面を整理せLに申込書に印

紙調用無し分有之十七日は書面調印のみにて

一月二十日

右調印整調し且定款訂正しケ候を届書を添えて町役場-差出す

同二十五日

塾題の認可書は本書或は公讃人の置明したる叢書を要する旨申来りLに付別本書を直に差出し候事

同二十九日

第一銀行に課て依頼し置し菖銀行事務員屋代忠恕と申す入鹿接の馬東浦之旨白井氏-中東候に付塾起人

中に報知し両替所に集合可致侯塵同所差支有之白井氏宅に集合す 石渡 宮浦 穴揮 三次 増田 白井

の六氏なり 而して屋代採用の事にして随て銀行用書類の事銀行店都合等を概議して解散す

二月六日

鹿日出京の序､第一銀行にて屋代と面談銀行書類鼓に社員配置の事に協議し其決し乗快事に付白井氏支

店へ両人にて午後八時牛参店種々諮問を要し午後十一時二十分退散す

同九日

鹿日露宅後銀行印の俵官井 穴輝にて改諸氏に照合の上巌代-報答す

十一日
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設立認可書町役場-下附の由を聞て十二日午後一時商禽所-重役昏議の事を報知し高橋氏-ほ葉書を以

て報知す

十二日

午前九時町役場-出頭設立認可書を受領す

則左に

第武七六貌

耐奈川嚇三浦郡浦賀町大字紺屋肝六番地

株式脅Iii-tt浦賀銀行設立斐起人 E]井儀兵衛氏 外六名

株式昏融浦賀銀行の設立を許可す

明治三十二年二月七日

大蔵大臣伯爵松方正義

右に付重役合議に出席人 白井 太田 宮浦 宮輿 増田五氏なり 依て抽込を報知す

月帽巳に

常浦賀銀行設立許可相成侯に付第萱回排込萱株に付金拾武囲五拾鏡 (内金登園讃接金を含入す)宛来る

三月三日限 り頭取白井儀兵衛万へ御排込有之度就而ほ同月十日紺屋三拾六番地に開業致し候候此の段及御

通知慎也

明治三十二年二月十二日 株式合札 浦賀銀行 印

何之誰殿

追て排込金の儀本文期日迄御沸込無之節は定款第拾三傑に依 り金百園に付宝日金四鏡の割を以て延滞利

子申受侯に什馬念此添て及御通知侯也

右に付新聞を以て公告する事に決す 今般浦賀銀行設立許可相成族に付来る三月十日開業候候此段公告

慎也但し貯金取扱候事

明治三十二年二月 株式昏融浦賀銀行

右公告の新聞九融則左に

中外 時事 讃責 南朝 中央 朝日 郡 毎日 口々

右新聞公告の手簡きほ屋代忠恕氏に書面を以て委托快事 右屋代浦賀赴任は三月三日迄とす 朝第一の

佐々木氏は是迄の依頼の件に謝状と共に屋代民営銀行へ赴任の報通迄申送る 屋代氏より書面にて常地赴

任の儀第一の支配人は通知云々中来る 然るに十二日付を以て通報せLに依 り其返事を葉書にて造る 同

日白井氏東京支店より役員の印形の留書迭附の儀を被中越侯に付則郵逢す

十六日

屋代より新聞公告の儀 (但し三新聞と改め中外､時事､讃喜)を申来る候付返報同臼井氏に曹て同人支

店にも申送る

十八日

屋代より登記印紙の儀申来 り返事を送る (但し成分五度引にて責貫の事)

二十一日

午後四時より重役脅議支配人の件に付協議の未明二十二日白井頚取出京に付鹿目同伴静一一の佐々木氏に

就而調定する事に決し六時解散 其節東京銀座三丁目二十六番地三成合より来状に諸虞告儀精々勉強す銀

行にて引受申来る

二十二日
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白井氏鹿目随行東京第一の佐々木氏に面談 皆銀行支配人を映し常務取締役を置き事務拾任するを出来

得るやを間うに右は旧来ざるに非ず供し定款との都合如何なるや主務省の方問合せみんとの事に付翌二十

三日午前十時第-に行き其否やを間うに未だ主務省へ行かず夫より直ちに屋代氏主務省へ行く 午後三時

鹿目又第一に行きて其の雷否を聞くに定款を更正せざれは支配人を映き常務を以てする能わずと 開業に

日迫し其嘱なき故屋代 鹿日同伴臼井氏交々同頭取に諮るに然らば羅臼掃宅の上官井氏其他に相談し官井

清氏乗務するを承諾なくば鹿日を支配人とせん事を竃報せよと 右臼井頭取の命を受けて翌二十四日鹿日

韓宅し官井清氏に相談するも承諾なく而して太田氏に鹿目支配人の事を諮問して東京臼井頭取に電報せよ

との事に付猶穴揮氏-諮問し而して右頭取に電報す

二十五日

官井清氏より官井輿氏との連名の順満を直し宮輿氏を上筆せよとの勧告あり依て其旨東京屋代-宛申送

る 是より先き国民新聞より葉書にて申乗 りLに該紙上を以て吹聴せん依て定款一部送れと其葉書を封入

して右前段の旨趣と共に屋代-申送る第一-宛る

二十六日

叉葉書を以て官井両氏記載順序を馬念屋代の宅へ宛て選る 本日午前九時重役合議出席人､白井 太田

官清 穴揮 三次 塘田

鹿目の月給拾五圏と走らる而して丁稚は五図位にて各自見立可き申合にて午前十時牢退散 同日定款を

渡したる人員左に

太田又四郎 官井清左衛門 槍田太兵衛 穴搾典十郎 三次六兵衛 田遁走兵衛 鈴木漢書 高木利右

衛門 織田清書 太田友書 岡本又次郎 香山清兵衛 加藤小兵衛 計拾三名なり

三月二日

屋代氏来着白井氏同伴し同家にて其宿泊を引受らる 而して本郡一般へ庚台書を稿Lで宮井氏へ諮問す

るに同氏は留守とて果さず

三月三日

屋代鹿目同伴して宮井氏に前陳腐告其他の事を諮るに重役諸氏の繭禽所に集合せん事を云 う随て諸氏に

報道して禽する人左に 太田 宮井 穴揮 三次 増田の五氏なり 猶白井氏の令息氏の出席を乞う然れ

共白井頭取の露宅なき故決せずして正午解散す 皆第一回排込みを臼井氏の宅にて受取る

四日

午前九時商脅所に合して磨告文を決して正午に解散す 其人名左に､臼井 太田 宮井 増田 穴揮

三次の六氏也､而して右虞告印刷を田中新聞屋稽垣に托す英数三千枚也 其午後に登記所に行き登記書類

の書式を間て屋代に書記を托す

五日

登記書類を整て重役諸氏の回覧に附して其認印を安く

六日

登記を受けに向いLに登記所も勧めてなる由にて種々問答の末同士任官横須賀囲裁判所-照合に行く事

に相成 り其返事を待つ 且其日屋代家族を引纏の烏出京す

七日

登記所より沙汰を待つに十時過に無沙汰なるに依 り行て尋るに書式奨更し更に書類を造るに取締諸氏の

調印を要するあり夜に入 り不整

八日

午後に至 り書式漸く整う 又登記所に至るに其日登記所の移碑になる且委任状の改正等ありて夜に入 り

括不整九日登記の事を約して掃散す 此日午後屋代家族を引具して来る 其夜白井頭取出京留守に付同令
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息氏に依碩し登記所移顛000銀行所九日早々来 り掃除し手常を委托す 某夜増田氏鹿目へ乗 り田遠点助

翌九日は銀行-手樽導出務す可き事に付其引合を相談せらる

九日

本行開業準備掃除には臼井頭取より手樽人数名遺され其指揮葬出席役員臼井穴輝の両氏なり 本日登記

整了す

十日

開業に付出席役員臼井 太田 官井清 三第 六樺の五氏随て薯所株主諸氏を招待す 其人名左に 宮

内 高橋宏 白井辰 岡本 大友 香山 斉藤 長島 加藤 山下 川島 相揮 石井空 谷村 美川

長塚 田遠 拾七民夫に役員九名､]社員三名､小便童名なり

本日開業届を警察分署-出す 本日営業開始屑､印鑑届､登記済屈を主務大臣に宛右を申達上申を牒知

事に宛町役場へ差出す

四月一日

鹿Er横須賀三ツ井銀行にTTき背麻を預て且馬替取引の事を依頼す該取引は先方にて本店に照膏の上返事

する事に口約して掃行す

五日

屋代東京の第-に行き馬替金の模様調査且其手形類可買ものは買入夫々手頃を馬して掃行す

十日

長嶋峯吉に地所抵常にて貸輿するに付登記の際同官吏と頭取代理田速氏との間衝突相生じ種々紛儀有之

候得共重役諸君の誼力にて調和致侯事

十一日

前記に御屈致し番地正誤登記済営業開始印鑑諸属書類訂正共更正の廉有之下附に相成則翌十二日更正の

上差出す

二十二日

第一銀行横漬支店と馬替取引約定締結同二十一日附を以て乗る尤同本店より三月二十七日附を以て三月

二十八日不着に付同二十九日鳥取害返附麿に相成居候事

六月二十五日

株券名義書換停止の公告を店頭に掲げ而して各株主に通知し且通常株主組合を七月九日に開禽旨通知す

但し臨時縫合の議も僻報す

七月九日

諌報の通 り通常株主組合遊臨時株主組倉を開く 議事録の通 り営業報苦言泣定款改正の件を議決す

同十二日

貯金沸戻しの揖保として国債讃券丸茂園額面を供托する矯め横須賀文金庫へ納附す

八月七日

重役合議 嘗預金左の通 り改正決議

常座 日歩 窒銀

別口 同 重鎮式厘

右は本月十一日より賛施の事

注 原文の再現に努めたが､本日記の原文は筆書きによるため判読困難

な文字があり､これについては伏字とした｡また原文のかな文字は

変体がなと片かなが混合していたためすべて平がなに統一したO
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県下銀行の変遷
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銀 行 名 鷹 表芸紬 本 /古所在可 資本金 代表者 ･頭取 結 未

関 東 銀 行

関東興信銀行

関東貯蓄銀行
(藤沢貯蓄改称)

管 理 銀 行

共拾株式会社

共 沿 銀 行
(共治㈱改称)

共 益 会 社

共 信 銀 行
(横顔賀商業改称)

工商貯金銀行

国府 津銀 行

江 坂 銀 行

〔サ 行〕

酒 田 銀 行

相 模 銀 行

相模共栄銀行

相模実業銀行
(厚 木 改 称)

桜井共益銀行

七 十 四銀 行
(横浜七十四改称)

昌栄貯蓄銀行
(石井貯蓄改称)

商業貯蓄銀行

上 信 銀 行
(続浜商工改称)

誠 資 銀 行
(誠資社改鮎)

誠 資 社

横 小 社

殻鹿株式会社

瀬 谷 銀 行

左右田銀行
(旧)

左右田銀行
(新)

左右田貯蓄銀
行

柏 陽 銀 行
(共益会社改称)

明43年 1月

大14年12月

明43年2月

明33年4月

明14年 1月

大 4年11月

明16年4月

大10年5月

明32年6月

明33年2月

明15年4月

明30年7月

明25年7月

明32年3月

大4年12月

明32年4月

大7年6月

大3年11月

明39年10月

大12年中

明26年7月

明9年10月

明8年 5月

明29年8月

明40年5月

明28年8月

大11年3月

明32年12月

明29年中

高座郡藤沢町

高座郡藤沢町

高座郡藤沢町

横浜i桐弓衣町

足柄上郡南足柄村

足柄上郡南足柄村

足柄上郡吉田島利

横須賀市小川

横浜711神奈川町

足柄下郡国府搾村

大住郡須馬村

足柄上郡酒田村

中郡秦野町

高座郡藤沢町

高橋 勝七

井坂 孝

足-1'/:留次郎

海老嘩治イ1-衛門

加藤幾兵衛

加藤幾兵衛

星川健之助

秋沢喜太郎

整理委託 大14年12月
(大13年11月より休業〕

合併 昭7年11月

整理委託 大14年12月

商号変更 大5年2月

商号変更 大4年11月

合併 大12年12月

商号変更 明29年中

廃業 昭5年 1月
(大14年4月より休業)

商号変更 明36年4月

合併 大13年12月

出口彦太郎 ?合併 昭7年12月

2…三 ≡芸善太≡

愛甲郡厚木町 100

- 郡附 村 30

墓室要 十 喜≡

横削 r長者町 30

10

鎌倉郡瀬谷村 500

横浜市南仲通

柿沢市南仲通

横浜市南仲通

足柄上郡吉田島村

広栃藤右衛門

新井松太郎

内田徳次郎

茂木惣兵衛

石井 直

上郎 清助

荻原 昌博

小島政五郎

左右田金作

左右田喜一郎

左右田金作

井上禰惣兵衛

合併 大12年6月

営業譲渡 昭16年12月

営業譲渡 明43年 1月

合併 日門5年6月

合併 大12年6月

整理委託 大 9年12月
(大9年5月より休業)

転出 大4年 1月

商号変更 明40年2月

廃業 哨15年 1月

廃業 昭2年中
(大12年9月より休業)

改糾 明26年7月

改組 明26年7ノ｣

商号変更 明33年中

合併 昭10年10月
(昭10年6月より休業〕

合併 大11年3月

営業譲渡 昭2年12月
(昭2年3月より休業)

合併 大11年3月

商号変更 大 1年11月

継 承 銀 可 備 考

関東興信銀行

横浜興信銀行

関東典信銀行

龍三銀行

共沿銀行

松田銀行

相陽銀行

桂浜貯蔵銀行

小田原実業銀行

平塚江陽銀行

昭5年 1月解散

関東銀行の整現
銀行

大15年10月解散

改称 して転Fl'[

大11年 1月
貯蓄から普通-

大11年2月
貯蓄から普通へ

大11年4月
貯蓄から普通-

大11年2月
貯蓄から普通-

明43年7月解散

大11年2月
貯蓄から普通へ

昭12年3月廃業

大11年2月
貯蓄から普通へ

昭3年5月解散
左右田･左右田
貯蓄合併による

改称 して転山
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銀行名 慧毒表芸翫

曾 我 銀 行 l明34年4月

本店所在地
足柄下郡下曾我村

資本金)代表新釈 1結 末

?.Rr長谷川艮輔 合併 大13年12月

継承銀行

小田原実業銀行

野村銀行

横沢興信銀行

思羽商業銀行

小野組銀行

備 考

大11年 2月
貯蓄か ら普通-

大10年 7月
貯蓄から普通-

昭 9年 9月解散

改称して転出

改称して転出

大11年 1月
貯蓄から普通へ

[夕 行〕

大 師 銀 行

第 二 銀 行
(械浜窮二伺立

改組改称)

大 雄 銀 行

高 梓 銀 行

玉 川 銀 行

田村割引銀行

東 捲 銀 行

東 陽 銀 行

東洋貯金銀行

戸 塚 銀 行

明33年11月

明29年11月

明29年11月

明32年4月

大 4年 6月
(転入)

明32年 7月

明13年IO月

明40年12月

明32年12月

明32年11月

都南貯蓄銀行 大10年12月

〔ナ 行〕

中 原 銀 行

日本実業銀行

野毛貯蓄銀行

〔ハ 行〕

秦野銀行 (旧)

秦野銀行 (新)

平 塚 銀 行

平塚tl-.陽銀行

平 治 銀 行

平沼貯蓄銀行
(金叶貯蓄改称)

藤 沢 銀 行

藤沢貯蓄銀行

武相貯蓄銀行

程ケ谷第百三
十二国立銀行

明31年 6月

明37年11月
(転入〕

明32年 5月

橘樹郡大師河原村

横浜rh.本町

足柄上郡南足柄村

橘樹郡高さ宰村

橘樹郡中原利

横浜市野毛町

横浜市

偵浜市尾上WJ

横浜市南仲通

鎌倉郡戸塚町

横浜市弁天通

横浜市戸音肌 ▲

横浜市戸部町

橘樹郡巾原村

三浦郡豊島町

横浜fFl野毛町

桜井権太郎

原 富太郎

誠須 梅信

鈴木 清助

原 文次郎

茂木惣兵衛

岡野欣之助

内山敬三郎

左右m棟-

小泉穀右衛門

小泉穀右衝門

朝出 信平

開平右衛門

市原重次郎

合併 昭15年 3月

営業譲渡 昭 3年 4月

商号変更 明45年 2月

商号変更 大 3年 1月

解散 昭 7年 4月

解散 明33年12月

不明(明28年以前廃業)

廃業 昭4年 6月
(大12年 9月より休業)

解散 明34年 8月

営業譲渡 昭 3年 6月 関東興信銀行

営業譲渡 昭20年 5月 横沢興信銀行

営業認可取消

大11年 1月
貯蓄か ら普通へ

県下貯蓄銀行を
合同して設立

大11年 1月
貯蓄から普通へ

営業認可取消

解散 明41年 5月

合併 大 7年 8月

商号変更 明43年 5月

明25年11月

昭 7年12月

明29年 5月

昭 7年12月

明43年 6月

明43年 8月

明25年11月

明29年10月

明32年10月

明12年 4月

大住郡西秦野村

中郡秦野町

中郡平塚町

平塚市平塚新宿

横浜市泰町

横浜市本町

高座郡藤沢大坂町

高座郡藤沢大坂町

横浜Trf住吉町

飯IJl定次郎

皆川敬二郎

原田勝右衛門

田巾 庄七

平沼 専威

平沼 専蔵

寺田三郎兵衛

足立留次郎

合併 日召7年12月

営業譲渡 R円16年12月

合併 昭7年12月

営業譲渡 昭16年12ノj

解散 昭 5年 6月

解散 大13年中

営業譲渡 明43年 1月

商号変更 明43年 2月

石井虎之助 解散 大 4年10月

転出 明26年 5月

駿河銀行

養老貯蓄銀行

秦野銀行 (新)

横沢興信銀行

平塚江陽銀行

横浜興信銀行

関東銀行

関東貯蓄銀行

大11年 6月
貯蓄か ら普通-

伊勢原 ･旧秦野
令併により設立

大11年 2月
貯蓄から普通へ

平塚 ･江陽合併
により設3'/:.

明43年 7月解散
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銀 行 名 E悪書表芸翠訂本 店 所 在 地 i資本金 代表者･頭取

〔マ 行〕

松 田 銀 行

鞠 子 銀 行

武蔵摘業銀行

武蔵貯蓄銀行

明 和 銀 行

茂 木 銀 行

元町貯蓄銀行

元 町 銀 行
(元町貯蓄改称)

明29年10月

明33年7月

明29年6月

明30年7月

間2年7月

明28年12月

明33年4月

大11年6月

足柄上郡松田村

足柄上郡谷ケ村

横浜市元浜町

横沢市元浜町

足柄下郡小田原町

横沢市弁天通

横浜f打元町

横沢市元町

吉田清太郎

武毛害間太

川崎甲子男

茂木惣兵衛

中山 豊吉

中山沖右衛門

結 末 ∃継 承 銀 行 備 考

合併 昭2年3月

合併 大13年2月

合併 明37年 1月

解散 明37年3月

営業譲渡 昭16年12月

合併 大 7年8月

商号変更 大11年6月

営業譲渡 ∩召3年7月

駿河銀行

松田銀行

左右田銀行

大11年2月
貯蓄から普通へ

横浜興信銀行 は 墓額 薫鰐

七十四銀行

元町銀行

横浜興信銀行

〔ヤ 行〕

脊 銀 行

養老貯蓄銀行
(野毛貯諸改称)

横須賀碗某銀
行

横須賀貯金銀
行

横須賀貯首鈍行
(養老貯蓄改称)

横 浜 銀 行※

横沢鞄行※※
(横須賀貯苗改
称)

横 沢 銀 行
(横浜興侶改称)

横沢起業銀行

横浜興信銀行

横浜蚕糸銀行

横浜七十Uq銀行
(横浜第七Hrq
L]三l立改組改称)

横沢実業銀行

横沢実業貯蓄
銀行

横浜LdJ'業銀行

横浜正金銀行

横浜商工銀行
(横浜中央貯蓄

改称)

(横浜)第七十
四国立銀行

(横浜)第二国
立銀行

明33年8月

明43年5月

明39年12月

明32年3月

大6年2月

明23年11月

足柄上郡寄村

横浜市野毛町

横須賀市元町

三浦郡横須賀村

横沢市野毛町

横浜f日本町 1,000

大11年2月 横浜市せけ岬T 100

昭32年 1月

明29年10月

大9年12月

明29年2月

明31年4月

明33年3月

明33年7月

明28年11月

明13年2月

大10年12月

明11年7月

明7年8月

横浜市中区本町

横浜市相生町

横浜市南仲通

横浜fri南仲通

横浜市南仲通

横浜市不老町

横浜市不老町

横沢市弁天通

横沢市南仲通

横浜市吉田町

横浜市南仲通

横浜市本町

岡野欣之助

内山敬三郎

内山敬三郎

平沼 専蔵

内り!敬三郎

吉本j 成一

尿 富太郎

大谷嘉兵衛

石川徳右衛門

石川徳右衛門

木村庫之助

申村 道太

上郎 清助

伏島 近蔵

原 喜三郎

転山 明39年12月

磁号変更 大6年2月

商弓変更 大10年5月

会社不成立にィ､J登記前
解散

商号変更 大11年2月

解放 明43年10月

廃業 昭7年12月

〔現 存〕

商号変更 明34年12月

商号変更 昭32年 1月

解放 明39年5月

商号変更 大7年6月

合併 大10年2月

合併 大10年10月

廃業 昭7年 9月

閉鎖 昭22年 6月

商号変更 大12年中

商号変更 明31年4月

商号変更 明29年11月

摸須賀貯蓄銀行

共信銀行

横浜銀47※※

起業銀行

横浜銀行

ヒ十四銀行

豊山銀行

辛酉銀行

(東京銀行)

上伝銀行

大11年6月
貯蓄から普通へ

大11年2月
貯蓄から普通へ

営業認可取消

改称して転出
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